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吉賀町告示第126号 

 令和２年第３回吉賀町議会定例会を次のとおり招集する。 

    令和２年８月17日 

吉賀町長 岩本 一巳 

１ 期  日  令和２年９月８日 

２ 場  所  吉賀町議会議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

桑原 三平君          三浦 浩明君 

桜下 善博君          松蔭  茂君 

中田  元君          大多和安一君 

河村 隆行君          大庭 澄人君 

河村由美子君          庭田 英明君 

藤升 正夫君          安永 友行君 

────────────────────────────── 

○９月10日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○９月11日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○９月17日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○９月30日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

令和２年 第３回（定例）吉 賀 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                             令和２年９月８日（火曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                         令和２年９月８日 午前９時07分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 行政報告 

 日程第５ 発議第６号 新型コロナウイルス感染症による医療・介護・障がい福祉機関等を経

営破綻させない対策を求める意見書（案） 

 日程第６ 認定第１号 平成３１年度吉賀町一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第７ 認定第２号 平成３１年度吉賀町興学資金基金特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第８ 認定第３号 平成３１年度吉賀町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 日程第９ 認定第４号 平成３１年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

 日程第10 認定第５号 平成３１年度吉賀町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第11 認定第６号 平成３１年度吉賀町小水力発電事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

 日程第12 認定第７号 平成３１年度吉賀町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第13 認定第８号 平成３１年度吉賀町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 日程第14 認定第９号 平成３１年度吉賀町水道事業会計決算認定について 

 日程第15 報告第２号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

 日程第16 議案第59号 益田地区広域市町村圏事務組合規約の変更について 

 日程第17 議案第60号 吉賀町真田グラウンド・吉賀町交流研修センターの指定管理者の指定

について 

 日程第18 議案第61号 吉賀町空家等対策協議会設置条例の制定について 

 日程第19 議案第62号 吉賀町手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

 日程第20 議案第63号 吉賀町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の
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一部を改正する条例について 

 日程第21 議案第64号 吉賀町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について 

 日程第22 議案第65号 令和２年度吉賀町興学資金基金特別会計補正予算（第１号） 

 日程第23 議案第66号 令和２年度吉賀町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第24 議案第67号 令和２年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第25 議案第68号 令和２年度吉賀町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第26 議案第69号 令和２年度吉賀町小水力発電事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第27 議案第70号 令和２年度吉賀町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第28 議案第71号 令和２年度吉賀町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第29 議案第72号 令和２年度吉賀町一般会計補正予算（第６号） 

 日程第30 同意第１号 吉賀町功労表彰者の選定同意について 

 日程第31 同意第２号 吉賀町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 

 日程第32 同意第３号 吉賀町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 

 日程第33 同意第４号 吉賀町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 行政報告 

 日程第５ 発議第６号 新型コロナウイルス感染症による医療・介護・障がい福祉機関等を経

営破綻させない対策を求める意見書（案） 

 日程第６ 認定第１号 平成３１年度吉賀町一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第７ 認定第２号 平成３１年度吉賀町興学資金基金特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第８ 認定第３号 平成３１年度吉賀町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 日程第９ 認定第４号 平成３１年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

 日程第10 認定第５号 平成３１年度吉賀町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第11 認定第６号 平成３１年度吉賀町小水力発電事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 
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 日程第12 認定第７号 平成３１年度吉賀町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第13 認定第８号 平成３１年度吉賀町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 日程第14 認定第９号 平成３１年度吉賀町水道事業会計決算認定について 

 日程第15 報告第２号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

 日程第16 議案第59号 益田地区広域市町村圏事務組合規約の変更について 

 日程第17 議案第60号 吉賀町真田グラウンド・吉賀町交流研修センターの指定管理者の指定

について 

 日程第18 議案第61号 吉賀町空家等対策協議会設置条例の制定について 

 日程第19 議案第62号 吉賀町手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

 日程第20 議案第63号 吉賀町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例について 

 日程第21 議案第64号 吉賀町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について 

 日程第22 議案第65号 令和２年度吉賀町興学資金基金特別会計補正予算（第１号） 

 日程第23 議案第66号 令和２年度吉賀町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第24 議案第67号 令和２年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第25 議案第68号 令和２年度吉賀町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第26 議案第69号 令和２年度吉賀町小水力発電事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第27 議案第70号 令和２年度吉賀町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第28 議案第71号 令和２年度吉賀町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第29 議案第72号 令和２年度吉賀町一般会計補正予算（第６号） 

 日程第30 同意第１号 吉賀町功労表彰者の選定同意について 

 日程第31 同意第２号 吉賀町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 

 日程第32 同意第３号 吉賀町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 

 日程第33 同意第４号 吉賀町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 

────────────────────────────── 

出席議員（12名） 

１番 桑原 三平君        ２番 三浦 浩明君 

３番 桜下 善博君        ４番 松蔭  茂君 

５番 中田  元君        ６番 大多和安一君 

７番 河村 隆行君        ８番 大庭 澄人君 
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９番 河村由美子君        10番 庭田 英明君 

11番 藤升 正夫君        12番 安永 友行君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 水落 裕之君                  

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 ……………………… 岩本 一巳君   副町長 …………………… 赤松 寿志君 

教育長 …………………… 光長  勉君   教育次長 ………………… 大庭 克彦君 

総務課長 ………………… 野村 幸二君   企画課長 ………………… 深川 仁志君 

税務住民課長 …………… 栩木 昭典君   保健福祉課長 …………… 永田 英樹君 

産業課長 ………………… 山本 秀夫君   建設水道課長 …………… 早川 貢一君 

柿木地域振興室長 ……… 山根 徳政君   出納室長 ………………… 中林知代枝君 

────────────────────────────── 

午前９時07分開会 

○議長（安永 友行君）  それでは、ただいまの出席議員数は１２人です。定足数に達しておりま

すので、令和２年第３回吉賀町議会定例会を開会します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はただいまお手元に配付したとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（安永 友行君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、３番、桜下議員、４番、松蔭議員を指

名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（安永 友行君）  日程第２、会期の決定の件を議題にします。 

 議会運営委員長の報告を求めます。３番、桜下議会運営委員長。 
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○議会運営委員長（桜下 善博君）  会期につきまして、本日９月８日より９月３０日までの２３

日間と決定しております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  それではお諮りをします。 

 本定例会の会期は委員長報告のとおり、本日から９月３０日までの２３日間にしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  異議なしと認め、よって、会期は本日から９月３０日までの２３日間と

決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（安永 友行君）  日程第３、諸般の報告を行います。 

 本日の会議に出席の説明員の職、氏名はお手元に配付したとおりです。監査委員よりの例月出

納検査報告、備品監査報告及び議長の動静報告は、お手元の配付資料のとおりです。また、陳情

第３号少人数学級制度の拡充を求める意見書を国に提出することを求める陳情書及び陳情第４号

現行少人数学級制度縮小計画の凍結を求める意見書を県に提出することを求める陳情は、お手元

に配付した陳情、請願、要望等文書表のとおり、陳情第３号及び陳情第４号は総務常任委員会へ

付託し会期中の審査とすることにしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．行政報告 

○議長（安永 友行君）  日程第４、行政報告を行います。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  改めておはようございます。 

 本日、令和２年第３回でございますが、定例会を招集させていただきましたところ、全議員に

御出席いただきまして本当にありがとうございました。動静報告の前、２点について御報告なり

申し上げまして御挨拶に代えさせていただきたいと思います。 

 まず１点目は、非常に大型で強い台風でございました１０号についてでございます。吉賀町で

は、今回のこの台風の接近に伴いまして、６日の日曜日から昨日月曜日まで対策本部を設置をい

たしまして警戒待機に当たってきたところでございます。 

 今回、町内で５か所に自主避難所を設けさせていただきました。結果といたしまして、最大で

４１世帯６１名の皆さんがそちらの自主避難所のほうへ避難をされたということでございます。 

 また、自主防災組織をはじめといたしまして、地元有志の皆さんが率先して避難場所を設営さ

れた地区もございました。今回の台風襲来に伴いまして、島根県では、吉賀町を含めまして、全
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部で９つの自治体が自主避難所もしくは避難所を設営をしておりますが、その中でも当町の避難

者数が一番多いというような状況でございました。確かに今回の台風の進路は非常にこの吉賀町

に近いというような状況はあったわけでございますが、やはりそれぞれの住民の皆さんが非常に

危機感を持って自らの判断で早目に避難行動を取っていただいたというあかしでもあろうかとい

うふうに思います。自分の命は自分で守るという、まさに自助の行動が浸透しつつあるというふ

うに考えているところでございます。 

 また、一方では、先ほど申し上げましたように、民間レベルで自主的に避難所の運営もしてい

ただきまして、こちらのほうは共助の動きが芽生えつつあるということで大変大きな成果があっ

た台風の襲来でもございました。 

 それから、この台風による被害状況についてでございます。幸い、人的被害は今のところ発生

をしておりません。そういう状況の報告はないわけでございます。家屋につきましては、大きい

ものといたしましては、七日市にあります県営の皆富住宅の屋根が今回の風にあおられまして損

壊をいたしました。それから、公共施設につきましては特段被害報告は今のところ上がってはお

りません。それから、町道及び林道と農業用施設についてでございますが、今なお調査中でござ

います。このうち道路関連につきましては数か所で倒木があったようでございますが、長時間に

わたる通行止めはございません。そうしたことで大きな被害はなかったということでございます。

それから、農業用施設についてでございますが、これは当然風が吹いたわけでございますので、

ビニールハウス等で幾らか被害が出ているということでございますが、この詳細については、こ

の時点ではまだ確定をしたものは持ち得ておりません。現段階での状況ということで報告をさせ

ていただきました。 

 そして、今回の台風の襲来に当たりまして、早い時間から警戒活動に当たっていただきました

非常備消防の消防団、そして常備消防の益田広域の両分遣所の職員の皆さんに対しまして心から

お礼を申し上げたいと思います。 

 次に、２点目は、本日の定例会で上程をさせていただきます議案についてでございます。今回

のこの定例会で上程する議案は全部で２８件でございます。内訳といたしましては、平成３１年

度一般会計外各会計の決算認定が９件、財政指標の報告が１件、それから、益田地区の事務組合

の規約の変更が１件、指定管理者の指定が１件、それから条例の制定と一部改正が４件、さらに

特別会計と一般会計の補正予算が８件と、数年前から行っております町の功労表彰者の選定同意

が１件、最後、固定資産評価審査委員会の委員の選任同意が３件というような内容でございます。

この後、順次上程をさせていただきますので、慎重審議の上、適切な議決を賜りますようにお願

い申し上げておきたいと思います。 

 なお、補正予算の関係で１点だけ補足をさせていただきたいと思います。６月の定例会の前段
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の全員協議会でも御報告をしておりましたが、現下の新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ

まして、事務事業の見直しを行いまして、この９月の定例会で補正予算として上程するというこ

とをお知らせをさせていただいておりました。６月以降のところで各課で厳しい精査をしていた

だきまして、結果といたしまして、一般会計と特別会計合計で７,３６８万７,０００円。７,３０

０万円余の事業費ベースではございますが減額することといたしました。このことによりまして

新たな財源を確保することができましたので、今後の感染症対策をはじめ様々な施策の財源とし

て充当してまいりたいと思っております。 

 以上、２点について御報告させていただきまして、お手元にあります動静報告について申し上

げておきたいと思います。今回報告いたしますのは、６月の定例会から昨日までのところでござ

います。 

 まず、６月の定例会は１０日に招集をさせていただきまして、会期は１７日まででございまし

た。下がっていただきまして１５日でございます。新型コロナウイルスの感染症対策の本部会議

を開催いたしました。この会議につきましては、適宜開催をして情報共有を図っております。特

に８月の初旬には、県東部で大規模なクラスターも発生いたしましたし、圏域の益田市でも患者

が発生をしたということもございましたので、その開催の頻度、これまで上げているところでご

ざいます。 

 １７日には、役場の女性職員が作成をさせていただきましたマスクをサクラマス交流センター

の入所者の生徒の皆さんにお届けをさせていただきました。 

 ６月の１８、１９日、２日間にかけては大雨の警戒待機でございます。２２日はコロナ感染症

の関係を踏まえまして、避難所の模擬の運営訓練を開催をさせていただきました。この後ろの六

日市体育館で開催したわけでございますが、職員が４０名、それに加えまして島根県益田保健所、

さらに町内の六日市病院、社会福祉協議会、それからよしかの里、こうした皆さんにも一緒に勉

強させていただいたということでございます。 

 ２ページに入りまして、６月２５日でございますが、広島市、廿日市、そして海田町のほうで

大変お世話になっております関連企業のほうへ、これは本当はいつも年度当初に行うわけでござ

いますが、感染症の対策等もございましたので６月の下旬になりました。訪問させていただきま

した、ヨシワ工業、福屋の関連のフレッド、それから五日市店、それからレクトと廿日市のアン

テナショップでございます。 

 ２６日は六日市病院の関係で県庁を訪問いたしまして、知事をはじめ関係いたします地域振興

部長、健康福祉部長のほうへ面会の上、お願いをさせていただいたところでございます。 

 ７月に入りまして１日は、恒例の社会を明るくする運動のメッセージの伝達がございました。

その後、水源会館のほうで絵画の寄贈式を行ったわけでございますが、これは新聞でも報道され
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ましたが、益田市在住の金本裕行先生が１００号の油絵を御寄贈いただいたということでござい

まして、これを糧に、また観光にもつなげていきたいなと思っているところでございます。 

 ７月の３日は、エポックの関係で大分に出向きまして、森産業のほうへ訪問させていただきま

した。 

 ７月の６、７、８につきましては、それぞれ業務を行いながら大雨の警戒待機、３日間にわた

って対応させていただきました。 

 一番下の１１日、吉賀高等学校の支援協議会の総会を七日市の林業センターで行ったところで

ございます。 

 ３ページの上でございます。７月の１３、１４。１３日は松江で国保連の理事会がございまし

て、帰りまして夕刻から１４日にかけては大雨の警戒待機に当たっております。 

 ７月の１８日は、吉賀高等学校支援協議会が主催をいたしております、グラウンドあるいは駐

車場等の草刈りの作業に参加をさせていただきました。 

 翌１９日は益田の市長選挙が執行されましたので、当選のお祝いの御挨拶ということで益田の

ほうへ出かけさせていただきました。山本市長が３期目の御当選を果たされたということでござ

います。 

 中ほど２８日でございます。毎年恒例の全国治水砂防協会島根県支部の役員会と通常総会、併

せまして、鹿足土木協会の総会、要望活動等が行われましたので松江に出かけました。特に鹿足

土木協会につきましては、要望活動、丸山知事、それから県議会の中村議長を加えて、土木部長

と農林水産部長のほうへそれぞれ要望書の提出をさせていただいたところでございます。 

 ３１日は町議会の臨時会を招集いたしました。 

 ８月に入りまして、町内でこうして感染症の関係で中体連の大会が開催されないという事態に

なりましたので、益田・鹿足ブロックの交流試合が行われました。ということで、立戸のスポー

ツ公園で行われましたソフトテニスと柿木中学校の体育館で行われました卓球のほうへ参加をさ

せていただきました。次のページの上も同じでございまして、翌２日の日曜日は、柿木中学校の

体育館のほうで今度はバレーボールの大会があったということでございます。 

 ３日は益田地区期成同盟会の要望活動で浜田の河川国道事務所と広島の中国地整局のほうへ出

向いたところでございます。 

 ４日の火曜日でございますが、米・食味鑑定士協会の鈴木会長ほかが御来庁されました。それ

から、３期目の御当選を果たされた山本市長が御挨拶にいらっしゃったところでございます。 

 １１日でございます。今、吉賀町ただ一人でございますが、地域枠で入学をしております県立

石見高等看護学院の学生の方が面談に御来庁されました。 

 １２日は不燃物処理組合の臨時会でございます。 
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 １５日は柿木で戦没者慰霊祭のほうへ参加をさせていただきました。 

 それから、１９日でございます。包括連携協定を結んでおりますモンベルのほうから今回、防

護服を３００着御寄贈いただきました。そのうち１００は役場の備蓄品、それから残りの２００

につきましては、社会福祉協議会へ１００、それからよしかの里へ５０、六日市病院へ５０とい

うことでお届けをさせていただいたところでございます。 

 それから、２０日は連携協定を結んでおりますが、町内郵便局の局長さんとのまちづくり協議

会を防災センターで開催しております。 

 ２１日は広域事務組合の臨時会、２５日は吉賀高等学校の生徒の皆さんが役場のほうを訪ねて

いただきました。今回は、吉賀高校の生徒さんが、全国高校ソーシャルビジネスプロジェクトと

いうコンテストで見事特別賞を受賞されるという快挙を果たされました。その御報告に参加をさ

れました女生徒さん５人、それから指導されました校長先生ほか教員の方が出向かれたというこ

とでございます。 

 最後のページでございますが、同じく２５日は、広島のモンベル広島紙屋町店におきまして、

町内に事務所を構えておりますＮＰＯ法人日本に健全な森を作りなおす委員会主催の講座が行わ

れまして、私のほうも参加をさせていただいて町のＰＲ等もさせていただいたところでございま

す。なお、これは３回シリーズでございまして、あと１０月と１１月、それぞれモンベルの広島

紙屋町店のほうで開催をされる予定でございます。 

 ２６日は朝倉公民館の竣工式がございました。議長をはじめ多くの議員の皆様に御参加をいた

だいたところでございます。大変ありがとうございました。 

 ８月２９、３０、この日は丸山知事が行っております「石見の日」、吉賀町に御来町いただいた

ということでございまして、土曜日にはゆ・ら・らのほうにお泊まりをいただきました。翌３０

日には、町内を限られた時間、半日ではございましたが、水源公園、水源会館、それから深谷大

橋、あと野菜を生産しておられます生産者のところへ御案内をさせていただいたところでござい

ます。 

 ９月に入りまして、１日は町議会の全員協議会でございます。４日から台風１０号の対策に入

りまして、４日、６日、７日と続けて対策会議、臨時の庁議を行いながら、実際には９月の６日、

７日のところで警戒待機に当たったということでございます。 

 以上でございます。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．発議第６号 

○議長（安永 友行君）  それでは、日程第５、発議第６号新型コロナウイルス感染症による医療・

介護・障がい者福祉機関等を経営破綻させない対策を求める意見書（案）を議題とします。 
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 本件についての提案理由の説明を求めます。１１番、藤升議員。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  おはようございます。それでは、ただいま議題となりました発

議第６号につきまして、一部読み上げて提出させていただきます。 

 発議第６号、吉賀町議会議長安永友行様、提出者、吉賀町議会議員藤升正夫、新型コロナウイ

ルス感染症による医療・介護・障がい者福祉機関等を経営破綻させない対策を求める意見書（案）

であります。 

 上記の議案を別紙のとおり会議規則第１４条第１項の規定により提出します。理由といたしま

しては、新型コロナウイルス感染症による医療・介護・障がい者福祉機関等の経営破綻を防ぐた

めであります。 

 裏面を見ていただきます。 

 意見書（案）、新型コロナウイルス感染症の治療を担う医療機関では、人的、物的、経済的に大

きな負担を強いられ、医療崩壊の危機が差し迫っています。また、一般病院や医科・歯科診療所

においても、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた対策の強化を行いながら日常診療に取

り組んでいますが、受診患者が大幅に減少するなど医業収入が大幅に減収となり、医療機関の経

営に重大で深刻な影響が出ています。介護事業者や障がい者福祉サービス事業者も同様です。こ

のまままでは廃業を余儀なくされる医療機関や事業者が出てきます。さらに感染症の再拡大によ

って、マスクや消毒液をはじめとした感染防護服、衛生材料等の価格の高騰や不足で対応が困難

を極めています。 

 新型コロナウイルス感染症の治療を行う医療機関はもちろんのこと、一般病院や医科・歯科診

療所の継続は、患者、国民の命と健康を守るために大変重要です。また、介護事業所や障がい者

施設等は、社会にとってなくてはならないものです。 

 よって、国におかれましては、医療機関、介護・障がい者福祉サービス事業所等の経営破綻を

防ぐため、下記対策の実現を強く求めます。 

 記、１、医科・歯科全ての医療機関、介護・障がい者福祉サービス事業所について、実質的な減

収を補填する財政支援を緊急に行い、少なくとも感染拡大による損失（赤字）が生じないように

すること。 

 ２、新型コロナウイルス感染症患者の入院治療を担う病院が、職員の給与・賞与を十分に支払

えるよう、必要な財政支援を行うこと。 

 ３、新型コロナウイルス検査体制を抜本的に拡充し、医師の判断で迅速に実施できるようにす

ること。 

 ４、一般診療や介護・障がい者福祉サービス継続のため、関係機関の職員、利用者（予定者を含

む）の新型コロナウイルス検査を公費負担により必要に応じて適宜実施できるようにすること。 
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 ５、マスク、消毒液、ディスポーザブルのガウン、ゴーグルやフェースシールド、手袋などの確

保を行うこと。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 ということで、提出先としましては、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生

労働大臣、新型コロナウイルス対策担当相としております。なお、この発議につきましては、委

員会への付託ということが決まっておりますので、またその中でも慎重な審査をしていただきま

すことをお願いをして、発議とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（安永 友行君）  提出者の提案理由の説明が終わりました。 

 ここで、提出者に対しての質疑を許します。質疑ありませんか。よろしいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、ここでお諮りをします。本件については、所

管の総務常任委員会に付託し、会期中の審査とすることにしたいと思います。御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  異議なしと認め、本件については、所管の総務常任委員会に付託して、

会期中の審査とすることに決定をしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．認定第１号 

日程第７．認定第２号 

日程第８．認定第３号 

日程第９．認定第４号 

日程第１０．認定第５号 

日程第１１．認定第６号 

日程第１２．認定第７号 

日程第１３．認定第８号 

日程第１４．認定第９号 

○議長（安永 友行君）  日程第６、認定第１号平成３１年度吉賀町一般会計歳入歳出決算認定に

ついてから日程第１４、認定第９号平成３１年度吉賀町水道事業会計決算認定についてまでを一

括議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、一括で上程をさせていただきます。 

 認定第１号平成３１年度吉賀町一般会計歳入歳出決算認定について、地方自治法（昭和２２年
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法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成３１年度吉賀町一般会計歳入歳出決算を別

紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。令和２年９月８日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 認定第２号平成３１年度吉賀町興学資金基金特別会計歳入歳出決算認定について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成３１年度吉賀町興学資金基金

特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。令和２年９月８日提

出、吉賀町長岩本一巳。 

 認定第３号平成３１年度吉賀町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成３１年度吉賀町国民健康

保険事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。令和２年９

月８日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 認定第４号平成３１年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成３１年度吉賀町後

期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和２年９月８日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 認定第５号平成３１年度吉賀町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成３１年度吉賀町介護保険事業

特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。令和２年９月８日提

出、吉賀町長岩本一巳。 

 認定第６号平成３１年度吉賀町小水力発電事業特別会計歳入歳出決算認定について、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成３１年度吉賀町小水力発電

事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。令和２年９月８

日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 認定第７号平成３１年度吉賀町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成３１年度吉賀町下水道事業特別会

計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。令和２年９月８日提出、吉

賀町長岩本一巳。 

 認定第８号平成３１年度吉賀町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成３１年度吉賀町農業集落

排水事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。令和２年９

月８日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 認定第９号平成３１年度吉賀町水道事業会計決算認定について、地方公営企業法（昭和２２年

法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、平成３１年度吉賀町水道事業会計決算を別紙監
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査委員の意見をつけて議会の認定に付する。令和２年９月８日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 詳細につきましては、出納室長のほうから御報告をさせていただきたいと思います。なお、体

調のことを考慮させていただきまして、自席から着座にて説明をさせていただきますことを御容

赦いただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、詳細説明を求めます。なお、認定第１号から認定第８号につ

いては中林出納室長から、それから認定第９号については早川建設水道課長のほうからの説明を

していただきます。 

 それでは、認定第１号から認定第８号についての詳細説明を求めます。中林出納室長。 

○出納室長（中林知代枝君）  おはようございます。それでは、今町長も申し上げましたが、自席

で着座にて説明をさせていただきます。御了承いただきますようよろしくお願いいたします。で

は、座って説明をさせていただきます。 

 それでは、ただいまから平成３１年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算の御説明を申し上げ

ます。決算書とお手元にお配りしております参考資料を中心に御説明を申し上げます。説明にか

かる時間はおよそ３０分を予定しております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 初めに、一般会計決算についてでございます。決算書２ページ、参考資料２ページ、グラフに

つきましては３ページを御覧いただきたいと思います。 

 では、参考資料の２ページ中段を御覧いただきたいと思います。一般会計、平成３１年度の歳

入決算額は７１億４,２８３万８,５９６円、前年度比６億４,５８８万１,４７８円、９.９％の増

となっております。下段の歳出決算額につきましては６９億６,４６７万９,２０７円、前年度比

６億２,７３２万１,０２５円、９.９％の増となっており、歳入歳出ともに前年度より増額してい

る状況でございます。 

 歳入の増減要因についてでございますが、参考資料３ページを御覧ください。上段のグラフで

顕著な差を示す項目を中心に御説明を申し上げます。 

 まず、歳入総額のおよそ８％を占める町税でございます。前年度比７３８万円の減額となって

おります。内訳につきましては、決算書の１４ページからとなっております。 

 項１町民税についてです。給与所得等の減額により前年度比４８１万円の減額、項２固定資産

税につきましては、減価償却等の影響により前年度比３０５万円の減額、項３軽自動車税につき

ましては、前年度比６３万円の増額、項５入湯税につきましては３６万円の増額となっておりま

す。 

 次に、決算書１８ページ上段でございます。歳入総額の１.５％を占める、款６、地方消費税交

付金につきましては、前年度比８９６万円の減額となりました。次、決算書１８ページ下段、歳

入総額の４６.２％を占める、款９、地方交付税につきましては、公債費の増額等により前年度比
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７,８６２万円の増額となりました。 

 次は、飛びまして決算書の２６ページ、歳入総額の１５.６％を占める、款１３国庫支出金及び

款１４県支出金についてです。款１３国庫支出金につきましては、前年度比１億７,９１０万円の

増額となっております。項１国庫負担金３,５８４万円の増額、項２国庫補助金１億４,３４５万

円の増額となっております。 

 また、決算書３０ページ下段、款１５県支出金につきましては、前年度比６,１７１万円の増額

となっております。 

 続きまして、決算書４４ページ、款１８繰入金についてです。前年度比２億４,５９６万円の増

額となっております。主には、項２基金繰入金、目２減債基金繰入金１億９６６万円の増額、目

５地域福祉基金繰入金１億２,５１０万円の増額となっております。 

 次に、決算書４６ページ、款２０諸収入についてです。前年度比８４万円の減額です。 

 続きまして、決算書５０ページ、款２１町債についてです。前年度比８,４８０万円の増額です。

主には、項１町債、目１過疎債１億２,２６０万円、目、合併特例事業債３,１６０万円が増額し

ており、目１０土木債２,５２０万円及び目１５臨時財政対策費３,５７０万円が減額となってお

ります。 

 次に、歳出についてです。決算書５４ページ、参考資料２ページ下段です。それに伴うグラフ

につきましては、３ページ下段を御覧ください。まず、参考資料３ページのグラフを御覧いただ

きますと、前年度比で増額となった項目は、左から３番目の民生費、次の衛生費、ちょっと分か

りづらいですけど、次の労働費、１つ飛びまして商工費、次の土木費、１つ飛びまして教育費、１

つ飛びまして公債費となっており、その他の５項目につきましては全て減額となっております。 

 それでは、各項目の主な増減要因を申し上げます。議会費につきましては、前年度比１９４万

７,１４８円の減額です。総務費も前年度比１０４万５７６円の減額となっております。民生費は

前年度比２億２,１７４万４,４９３円の増額です。 

 主な要因につきましては、決算書８９ページ、項１、社会福祉費、目１、社会福祉総務費、新規

事業の０１プレミアム付商品券事業費１,７３８万円の増額、決算書９３ページ、目４、障がい者

福祉費０１自立支援給付事業費１,５９３万円の増額、目５、障がい者福祉施設費０１障がい者総

合支援センター整備事業費１億３,９５４万円の増額、目９、介護保険総務費０１介護保険特別会

計繰出金１,６３２万円の増額、目２、保育所費０１児童福祉施設整備費１,３４５万円の増額、

項３、生活保護費１,１５４万円の増額となっております。 

 衛生費につきましては、前年度比１億２２６万１,５４８円の増額です。主な要因につきまして

は、決算書１０９ページ、項１、保健衛生費、目１、保健衛生総務費０１地域医療対策費７,７５

２万円の増額、項２、清掃費、目１、清掃総務費３,２３０万円の増額となっております。労働費
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につきましては、前年度比１０万６,８００円の増額です。 

 農林水産業費につきましては、前年度比１,７５４万１,９９６円の減額です。主な要因につき

ましては、決算書１２３ページ、項１、農業費、目３、農業振興費０９地域商社設立事業費１,４

７３万円の増額、決算書１３１ページ、目６、農地費０１土地改良単独整備事業費３,２１９万円

の増額、決算書１３５ページ、項２、林業費、目２、林業振興費、昨年度計上されていました林地

台帳整備事業費２,４１８万円の減額、決算書１３７ページ、目３、林業振興施設費０４平栃の滝

森林公園管理費４,５６９万円の減額となります。 

 商工費につきましては、前年度比１６５万２,３７９円の増額です。土木費は、前年度比７８１

万４０４円の増額です。 

 主な要因につきましては、決算書１５１ページ、款８土木費、項２道路橋梁費、目２、道路橋梁

新設改良費０１道路新設改良単独事業費７,９７５万円の減額、その下の０１道路新設改良補助事

業費１億２５６万円の増額、決算書１５３ページ、項５、住宅費、目２、住宅建設費０１公営住宅

等設備事業費２,２００万円の減額となっております。 

 消防費につきましては、前年度比１,０６８万８,９０２円の減額です。教育費は、前年度比１

億３,６３１万５,１０２円の増額です。主な要因につきましては、決算書１７３ページ、項３、

中学校費、目１、中学校管理費０１中学校施設整備事業費１億７,２５４万円の増額、決算書１７

９ページ、項４、社会教育費、目３、公民館費０１公民館施設整備事業費１億４,８９５万円の増

額、決算書１８５ページ、項５、保健体育費、目１、保健体育総務費０１保健体育施設整備事業費

１億８,６８０万円の減額となっております。 

 災害復旧費につきましては、前年度比２,７２８万４,４６１円の減額です。公債費につきまし

ては、償還元金及び利子の増額によりまして、前年度比２億１,５９３万３,３８２円の増額とな

っております。 

 続いて、興学資金基金特別会計決算の御説明を申し上げます。決算書１８９ページ、参考資料

４ページの上段、グラフにつきましては、参考資料５ページの上段を御覧ください。歳入及び歳

出決算額が１,６４７万７,７０９円となり、前年度比１４３万９,５８７円の増額です。 

 歳入につきましては、諸収入が前年度比１６２万円の増額となっており、主な要因は、貸付金

元利収入の増額となっております。歳出につきましては、貸付金の増額が主な要因です。 

 続きまして、国民健康保険事業特別会計決算の御説明を申し上げます。決算書は２０１ページ、

参考資料４ページの中段、グラフは参考資料５ページ中段を御覧ください。 

 歳入決算額７億９,６２０万５,８６７円、前年度比１億３６３万７０７円、１５％の増となっ

ております。歳出決算額７億９,５８７万５,７３９円、前年度比１億１,７００万８,２６４円、

１７.２％の増額となっております。 
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 歳入の主な要因についてです。増額につきましては、県支出金１億２,０１２万円、繰入金２２

８万円の増額となりました。また、減額につきましては、国民健康保険税３７８万円、繰越金１,

５１５万円の減額となっております。 

 歳出につきましては、保険給付費は医療費の増額により１億１,９５６万円の増額、保健事業費

につきましては、特定健診の受診率向上事業の実施により３５６万円の増額となっております。

また、基金積立金３００万円及び諸支出金４０８万円の減額となりました。 

 次に、後期高齢者医療保険事業決算の御説明を申し上げます。決算書は２２７ページ、参考資

料は６ページ上段、グラフにつきましては、参考資料７ページ上段を御覧ください。 

 歳入決算額２億４,００７万８,６３５円、前年度比１,０２３万７,７６０円、４.５％の増とな

りました。歳出決算額２億３,９３１万５,８０７円、前年度比１,０３４万９,０８８円、４.５％

の増額です。歳入の主な要因につきましては、平成３１年度は全てにおいて増額となっており、

被保険者の高所得者層の増により保険料が７６万円、繰入金７５５万円となりました。 

 歳出につきましては、諸支出金以外は全て増額となっております。主な要因は、総務費２５３

万円、広域連合納付金７８７万円の増額となりました。 

 続きまして、介護保険事業特別会計決算の御説明を申し上げます。決算書は２４３ページ、参

考資料６ページの中段、グラフは７ページ中段を御覧ください。 

 歳入決算額１１億８,２５３万５,８３８円、前年度比５,２５３万２０９円、４.６％の増とな

っております。歳出決算額は１１億７,１１６万９,０５３円、前年度比４,６１６万３,８８４円、

４.１％の増となりました。 

 歳入の主な要因の増額につきましては、歳出の保険給付費の増額に伴う公費負担部分が増額と

なりまして、国庫支出金１,６３６万円、支払基金交付金１,４４３万円、県支出金１,１２２万円、

繰入金３,１８９万円の増額となりました。また、減額につきましては、１から３段階の保険料軽

減を行ったため、保険料６２５万円、繰越金１,４８４万円が減額となっております。歳出の主な

要因につきましては、施設サービス費の増額により保険給付費６,５７０万円が増額となっており

ます。また、地域支援事業費４２８万円、諸支出金１,５７３万円の減額となりました。 

 次に、小水力発電事業特別会計決算の御説明を申し上げます。決算書は２７７ページです。参

考資料は８ページ、グラフは９ページを御覧ください。 

 歳入決算額６,０５６万７１４円、前年度比２,０２７万２０３円、２５.１％の減です。歳出決

算額は６,００９万５,４５４円、前年度比２,０５５万２,５４７円、２５.５％の減となりました。 

 歳入の主な要因につきましては、売電事業収入の売電料が３３５万円の増額、諸収入１８８万

円が増額となっております。また、減額につきましては、繰入金が２,５５０万円の減額となりま

した。歳出の主な要因につきましては、総務費の維持管理費が補修工事が終了したことにより５,
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００９万円の減額となりましたが、基金積立金３,５５０万円を積み立てたことにより２,０４８

万円の減額となりました。 

 次に、下水道事業特別会計決算の御説明を申し上げます。決算書２９１ページ、参考資料８ペ

ージ、グラフは９ページを御覧ください。 

 歳入決算額１億９,２９５万８,６２９円、前年度比２,５５０万６７５円、１.３％の減です。

歳出決算額１億９,１９９万１,３８１円、前年度比２,７５０万９４円、１.４％の減となります。

大変失礼をいたしました。前年度比が２５５万６７５円で１.３％の減で、歳出決算額１億９,１

９９万１,３８１円、前年度比２７５万９４円、１.４％の減となっております。失礼いたしまし

た。 

 歳入の主な要因につきましては、繰入金５５３万円、分担金及び負担金１２０万円の減額とな

りましたが、徴収率の向上により使用料及び手数料１７９万円、町債は２６０万円の増額となり

ました。歳出の主な要因につきましては、下水道事業費は補修工事費が７９６万円の減額、公債

費は５２１万円の増額となっております。 

 次に、農業集落排水事業特別会計決算の御説明を申し上げます。決算書３０７ページ、参考資

料は１０ページ、グラフは１１ページを御覧ください。 

 歳入決算額６,６３８万１,９１７円、前年度比３５４万６,６８７円、５.６％の増となってお

ります。歳出決算額６,６０５万７,９４７円となり、前年度比３６２万２,７１７円、５.８％の

増となっております。歳入の主な要因につきましては、分担金及び負担金８０万円の減額、国庫

支出金４００万円の増額となっております。歳出につきましては増額しておりまして、主には、

処理場の管理費の調査分析委託料の増額によるものでございます。 

 次に、実質収支に関する調書の御説明を申し上げます。決算書３２２ページです。３２２ペー

ジの一般会計についてです。１番、歳入総額から２番、歳出総額を引きました３番、歳入歳出差

引き額につきましては１億７,８１６万円です。翌年度への自主財源繰越が１,１０７万円でござ

いますので、５番の実質収支額につきましては１億６,７０９万円となります。 

 決算書３２３ページ、興学資金基金から３２９ページ、農業集落排水事業の各特別会計につき

ましては、歳入歳出差引額と実質収支額は同額となっておりますので省略させていただきます。 

 次に、財産に関する調書の御説明を申し上げます。決算書３３０ページをお開きください。そ

れでは、土地及び建物の異動につきまして御説明申し上げます。まず、土地についてです。一番

左側に縦書きで１、行政財産、２、普通財産の欄がございます。その２、普通財産その他の１７

２.７７平米につきましては、寄附による増となっております。 

 次に、建物の増減についてです。１、行政財産の木造の公営住宅２５７.６平米につきましては、

沢田公営住宅の新築による増でございます。その下のその他の施設につきましては、重則集会所
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及び上福川集会所が行政財産から普通財産に変更されたことによる減及び朝倉公民館の新築によ

り増となったその差引きによりまして１６０.０２平米となります。その下に行っていただいて、

２、普通財産その他についてでございます。行政財産から普通財産に変更されたことにより、重

則集会所、上福川集会所の増、六日市地区集会所倉庫の解体による減との差引きによりまして１

１０.２２平米となっております。 

 次に、１、行政財産、建物の非木造の公営住宅についてです。２７７.３２平米の減につきまし

ては、沢田公営住宅の解体による減となっております。その下のその他の施設１,０２３.５５平米に

つきましては、障がい者総合支援センターの新築による増となります。 

 次に、決算書３３１ページ、（２）山林についてでございます。面積の変動はございませんが、

立木が増加率５％で計上しております。それから、（３）物権（４）有価証券につきましては異動

はございません。 

 決算書３３２ページ、（５）出資による権利についてでございます。上から６番目、吉賀町土地

開発公社におきましては、平成３０年１０月３１日に解散いたしまして、平成３１年４月４日に

清算結了したことから３００万円の減額となりました。そのほかにつきましては変動はございま

せん。 

 次に、決算書３３３ページ、２、物品についてでございます。単価おおむね１件が１００万円

以上のものを掲載しております。平成３１年度につきましては、小型動力ポンプ付積載車の買い

替えにより増減を計上しております。 

 決算書３３４ページ、中段にありますケーブルテレビ施設及び移動通信施設につきましては、

計上漏れがあったことから実態に合わせまして、ケーブルテレビ施設１、移動通信用施設９とい

たしました。今年度の異動ではございませんが、決算年度中の異動で計上させていただきまして、

実態と合わせたということにしております。 

 決算書３３５ページの最後の段のプレミアム付商品券システムソフトウェアを購入しておりま

すので計上いたしました。 

 続きまして、決算書３３６ページ、債権についてでございます。一番左側の決算年度末現在高

につきましては、令和２年３月３１日現在の現在高でございます。社会福祉士及び介護福祉士修

学資金貸付金につきましては、返済免除により１８８万円の減額、貸付金６８０万円が増額とな

り、年度末現在高が５,４２２万６,０００円となっております。サンエム定住促進施設建設貸付

金につきましては、前年度末と同様の金額の１,９００万円となっております。 

 次に、決算書３３７ページ、４、基金でございますが、これも令和２年３月３１日現在の現在

高でございます。 

 まず、（１）財政調整基金でございますが、有価証券については、２億円分の島根県債を購入し
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たことから増額となっております。また、現金につきましては、期間中の利子１３８万６,０００

円が増額及び有価証券分の取崩により減額となっております。（２）学校基金の立木につきまして

は、１年増加率５％で推計し計上しております。（３）国民健康保険事業基金につきましては、利

子が４,０００円、積立て３００万円の増額となりました。（４）減債基金につきましては、利子

３万２,０００円の増額、１億９６６万７,０００円を取り崩したため減額となっております。（５）

ふるさと創生基金につきましては、利子２万９,０００円の増額、１億２,９５０万円の取崩によ

り減額となっております。（６）土地開発基金につきましては、利子１万１,０００円の増額、売

買等により７５万８,０００円の減額となりました。（７）地域福祉基金につきましては、利子１

万９,０００円の増額、１億２,５１０万円の取崩により減額となっております。（８）ふるさと水

と土保全対策基金につきましては、利子が１,０００円未満であったため計上しておりません。 

 めくっていただいて、３３８ページ、（９）人材育成基金は利子５,０００円の増額となってお

ります。（１０）介護給付費準備基金は利子３,０００円の増額及び４００万円を取り崩したため

減額となっております。（１１）小水力発電事業基金は、利子７,０００円の増額及び４,０８８万

６,０００円を積み立てて増額としております。（１２）興学資金基金は変動はありませんでした。

（１３）まちづくり基金につきましては、積立て９,４３０万円の増額、２億５,５６０万円を取

り崩したため減額となっております。（１４）ふるさと応援基金は１２７万円を取り崩しましたが、

積立てを３２７万６,０００円をいたしましたので増額となりました。（１５）森林環境譲与税基

金につきましては、１,１９５万９,０００円を積み立てております。以上を踏まえまして、令和

２年３月末日の基金の合計額は３２億５,６９２万８,０００円となります。 

 次のページからは参考資料といたしまして、令和２年５月３１日現在の現在高を掲載しており

ます。令和２年５月３１日現在の基金合計額につきましては、３１億２,７７１万２,０００円で

ございます。 

 以上で平成３１年度決算書の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（安永 友行君）  以上で認定第１号から認定第８号についての詳細説明が終わりました。

かなり時間がたちましたので、ここで休憩します。１０分間。休憩します。 

午前10時13分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時24分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 認定第９号の詳細説明から始めます。 

 認定第９号は、早川建設水道課長のほうから詳細説明をしていただきます。早川建設水道課長。 
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○建設水道課長（早川 貢一君）  それでは、続きまして、平成３１年度吉賀町水道事業会計決算

書について説明をさせていただきます。 

 まず、資料９ページをお開きいただきたいと思います。平成３１年度吉賀町水道事業報告書で

ございます。 

 １の概況でございます。吉賀町においては、平成２９年４月１日より吉賀町水道事業が発足を

し、３年を経過することとなりました。地方公営企業法が適用され上水道事業となり、会計制度

も大きく変わることにより、客観的に会計状況を分析、検討をし、事業運営に役立てることがで

きるようになりました。 

 それでは、下に行っていただきまして、給水の状況でございます。平成３１年度末の給水人口

は５,９８６人で、３人の減少、年間排水量は８１万４,７９８立方メートルで、２万７,５０５立方

メートル減少いたしました。また、年間有収水量率は８０.５９％となり、昨年より１.３５ポイ

ント増加しました。 

 続きまして、その下でございます。建設改良事業についてでございます。本年度施工をした主

な事業は、水道施設の老朽化に対応するため、管路の老朽排水管の布設替え工事を実施をいたし

ました。場所は吉賀町柿木村大野原地区で、管路延長を１,２６６メートルの更新を実施したもの

でございます。 

 続きまして、一番下でございます。財政状況でございます。収益的収入の総額は２億３,４６９万円、

収益的支出の総額は２億２,３０２万４,０００円でございます。この結果、１,１６６万６,００

０円の当年度の純利益を計上し、同額が当年度未処分利益剰余金となりました。なお、本年度の

消費税及び地方消費税の納付額は３４０万５,０００円となりました。資本的収入の総額は１億３

４８万９,０００円、資本的支出の総額は１億６,５４９万１,０００円となりました。資本的収入

額が資本的支出額に対して不足する６,２００万２,０００円は、過年度損益勘定留保資金６,００

１万１,０００円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額１９９万１,０００円で補填をいたし

ました。 

 それでは、ページを戻っていただきまして、１ページをお開きいただきたいと思います。平成

３１年度吉賀町水道事業決算報告書の括弧の１番、収益的収入及び支出でございます。いわゆる

３条予算関係でございます。内訳は、２３ページから２５ページのところで明細書を載せており

ますので、御覧をいただきたいと思います。ここで注意していただきたいわけでございますけれ

ども、１ページにありますのは、消費税を含んだ額でございます。２３ページから載せておりま

す明細につきましては、消費税を含んでおりません。よって、合計をいたしましても金額は合致

してきませんので、その辺御注意いただきたいと思います。 

 続きまして、２ページへ戻っていただきまして、２ページを御覧いただきたいと思います。括
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弧の２番、資本的収入及び支出でございます。いわゆる４条予算関係でございます。明細は２６

ページに載せております。これも同じでございまして、消費税が２６ページには含んでおりませ

ん。合致する部分もございますけれども、そういった関係でございますので、基本的には合致し

てきませんので、御注意を頂きたいというふうに思います。 

 続きまして、ページ戻っていただきまして、３ページをお開きいただきたいと思います。平成

３１年度吉賀町水道事業損益計算書でございます。通称ＰＬと呼ばれているものでございます。

損益計算書は、一年間における経営成績を明らかにした書類でございます。最下段にございます

当年度未処分利益剰余金を御覧いただきたいと思います。これは二重線で引かれている部分でご

ざいます。１,１６６万６,０９４円となっております。この部分が当年度の純利益ということで、

当年度未処分利益剰余金ということになるわけでございます。 

 続きまして、４ページをお開きいただきたいと思います。平成３１年度吉賀町水道事業の剰余

金計算書でございます。処分をいたしました利益剰余金の積立金の状況を示したものでございま

す。処分というふうにいいますと、使ってしまったというふうなイメージがあるかと思いますけ

れども、この処分といいますのは、使い道を明示したという意味でございまして、先ほど純利益

が１,１６６万６,０００円計上させていただきましたけれども、これについては、まだ何に積み

立てていくかというのを明確にしておりませんので、その部分で未処分ということがつくわけで

ございます。ここにつきましては、積み立てられた金額の内訳を示しているものでございまして、

表の一番下側の欄、一番右側から一つ戻っていただきまして、上の欄を見ていただきますと、利

益剰余金合計というふうになっております。この一番下にございます２,６８５万９,２３２円、

これがここまでのところで積み立てられるはずといいましょうか。残金としての合計金額という

ことになるわけでございます。 

 ５ページを御覧をいただきたいと思います。平成３１年度吉賀町水道事業剰余金処分計算書で

ございます。先ほども説明をいたしました純利益１,１６６万６,０９４円でございます。この部

分を建設改良積立金へ積み立てるというふうにしたいという案でございます。金額でございます

けれども、積み立てる金額が三角がついておりますが、９７８万５,８３０円でございます。下の

部分、処分後残高でございますが、１８８万２６４円につきましては、当面の運転資金として充

てたいということで考えているものでございます。 

 続きまして、６ページを御覧をいただきたいと思います。平成３１年度吉賀町水道事業貸借対

照表でございます。通称ＢＳと呼ばれているものでございます。事業の財政状況を表す書類でご

ざいます。資産の部、真ん中の負債の部、下段の資本の部の３つからできております。 

 まず、資産の部でございます。資産の部でございますけれども、１の固定資産、２の流動資産

等からできとるものでございまして、固定資産は、土地や建物、構築物、機械設備等でございま
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す。流動資産は、現金預金等でございます。 

 まず、１の固定資産につきましては、２７ページの固定資産の明細を載せております。２４億

３,２００万５,３８１円。この一番下段の一番右側のある金額が合計金額でございまして、この

金額が、６ページに示しております資産の部の一番下の固定資産合計と合致をしてまいります。

ここに明細を載せておりまので、御覧をいただきたいというふうに思います。 

 続きまして、２の流動資産でございます。すいません。ページは６ページをお戻りいただきた

いと思います。括弧の１、現金預金１億８,３０４万８,７００円でございます。これにつきまし

ては、ページを進んでいただきまして２２ページ。平成３１年度４月の水道事業、キャッシュフ

ロー計算書を載せておりますけれども、ここの部分の一番最下段、資本期末残高１億８,３０４万

８,７００円、この金額と合致をしてくるというものでございまして、このキャッシュフローでご

ざいますけれども、発生主義に基づき作成される損益計算書では、収益は現金収入のときではな

く現実のとき、例えば、サービスを提供したときに認識されることから、書類上の金額と現金の

差異が生じることになるため、資金の流れをつかむために作成される書類でございます。平たく

言いますと、現金預金が今現在いかほどあるかというものを示したものでございまして、今現在、

最下段のここに示しておりますこの金額分があるというふうにお考えいただければと思います。

続きまして、６ページに戻っていただきたいと思います。そういたしますと、資産合計は、二重

線で引かれております２６億４,６６２万２,５９３円ということになるわけでございます。 

 続きまして、真ん中の段、負債の部でございます。３、固定負債、４、流動負債、５、繰延収益

からできております。固定負債１２億２,９８７万７,５７８円です。これは一年以内に支払いが

想定されていない負債でございまして、建設改良等の財源に充てるための企業債でございます。

４、流動負債、これは１億２,８５４万６,８３８円でございまして、これは一年以内に支払うこ

とが想定される負債でございます。企業債や未払金、引当金などでございます。固定負債の企業

債１２億２,９８７万７,５７８円と流動負債の企業債１億２,２４９万６,２６２円を合計いたし

ますと、１３億５,２３７万３,８４０円となります。この金額は、ページを進んでいただきまし

て２８ページ、一番後ろのページでございます。企業債明細書を載せておりますけれども、ここ

に内訳載せておりますので、御覧をいただきたいと思います。一番最下段の真ん中辺り、一番上

の欄からいいますと、未償還残高という部分がございます。数字が入っている部分では一番右側

の欄になります。この金額と一致してまいります。 

 また６ページのほうに戻っていただきまして、５の繰延収益でございます。括弧の１、長期前

受金といたしまして、２０億３,２５６万４,１５７円。これは、固定資産を取得した際に国庫補

助金などが入ってまいりますけれども、それを一旦長期前受金といった形で収入をいたします。

これを固定資産の減価償却と同じ割合で一旦負債のほうに計上をし、長期前受金も収益化して振
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り分けていくというものでございます。 

 括弧の２番、収益化累計額でございます。これまでに収益化された額の合計というふうにお考

えいただきたいと思います。 

 それから、一番下側でございます。資本の部でございます。６、資本金でございますけれども、

３億７,０８５万８,０８８円でございます。 

 その下、７の剰余金でございますけれども、これは先ほど説明をさせていただきましたもので

ございまして、資本金と剰余金を合計いたしまして、資本の合計は３億９,７７１万７,３２０円

となりまして、負債の部の負債合計額２２億４,８９０万５,２７３円と合計いたしまして、負債

資本合計が２６億４,６６２万２,５９３円となります。この金額は、資産は負債と資本にバラン

スをいたしますという原則ございますので、上段の資産合計２６億４,６６２万２,５９３円と一

致をしてくるというものでございます。 

 以上、決算書の詳細説明をさせていただきました。以上で、終わらせていただきます。どうぞ

よろしくお願いをいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で認定第１号から９号の詳細説明が終わりましたが、ここで引き続

き上田代表監査委員さんに出席いただいておりますので、平成３１年度吉賀町各会計決算審査意

見についてを報告いただきます。上田代表監査委員。 

○代表監査委員（上田 重夫君）  おはようございます。代表監査委員の上田でございます。 

 去る８月２６日、岩本町長宛てに平成３１年度吉賀町各会計決算審査意見書を提出いたしまし

た。本日は、この意見書を読み上げまして、議会への報告とさせていただきます。 

 それでは、１ページを開いていただきたいと思います。 

 平成３１年度吉賀町各会計決算審査意見書、地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査

に付された平成３１年度一般会計及び各特別会計等の歳入歳出決算及び付属書類について審査し

た結果、その意見は下記のとおりである。 

 １、審査の期間、令和２年７月１日から令和２年８月２４日までの３１日間。 

 ２、審査の対象、平成３１年度吉賀町一般会計歳入歳出決算書、平成３１年度吉賀町興学資金

基金特別会計歳入歳出決算書、平成３１年度吉賀町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書、

平成３１年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算書、平成３１年度吉賀町介護

保険事業特別会計歳入歳出決算書、平成３１年度吉賀町小水力発電事業特別会計歳入歳出決算書、

平成３１年度吉賀町下水道事業特別会計歳入歳出決算書、平成３１年度吉賀町農業集落排水事業

特別会計歳入歳出決算書、平成３１年度吉賀町水道事業会計決算書及び各付属書類でございます。 

 ３、審査の方法、（１）決算内容と提出を受けた決算関係資料、証拠書類等との照合。（２）各課

及び教育委員会、委託事業、単独事業等、その全てについての審査は不可能なため、試査を実施
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し、１４３件を抽出審査対象とした。（３）審査の内容については、試査抽出の範囲に主体を置い

た。 

 ４、審査に当たっての留意点、（１）共通事項、決算書、決算事項別明細書及び付属書類につい

て、計数に誤りはないか、財政運営、財産管理は適正に行われているか、予算の執行は関係法令

に従い効率的になされているか等に主眼を置いた。（２）歳入、①収入成績、②予算執行率の著し

く増減している科目について、その原因調査、③違法不当な収入の有無、④未納整理の状況、（３）

歳出、①違法不当な支出の有無、②目的どおり適正執行されているか、③怠慢なく効果的に執行

されているか、（４）①実質収支に関する調書の確認（毎月実施している例月審査を含む）、②公

有財産（有価証券、出資証券、物品、債権、基金）に関する確認、③各種契約締結上の適否審査、

④各財政援助団体の決算書における町補助金の収支経理状況の審査。 

 ５、審査の結果、審査に付された一般会計及び特別会計等の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事

項別明細書及び付属書類等の計数は、それぞれの関係資料及び証拠書類等と照合した結果、誤り

はなく適正なものと認めた。 

 ６、審査意見、審査の結果について、その意見は別紙決算審査意見のとおりである。 

 次に、決算審査意見でございますが、これについては、重要な点のみを御説明申し上げて、御

報告とさせていただきます。 

 まず、３ページ、１、決算の総括でございますが、決算の規模ですが、歳入が９６億９,８０３万８,

０００円、歳出が９５億５６６万２,０００円であって、３０年度の決算と比較すると、歳入が８.

９％、歳出が９.０％の増となっております。これは、障がい者総合支援センターあるいは朝倉公

民館事業といった普通建設事業がかなり影響しておると思われます。なお、町債につきましては、

今年度は発行額が１１億７,０００万円、償還は元金が１１億９００万円及び利子が９,２００万

円で、３１年度の現在高は６,１００万円増えて１２０億４,０００万円ということでございます。

これにつきましては、詳細は４１ページの表２９に載せておりますので、御覧いただきたいと思

います。 

 次に、財政状況でございますが、将来負担比率、平成３１年度は６９.０％で、平成３０年に対

して１５.３ポイント増加しております。 

 それから、実質公債費比率についてですが、３か年平均では６.２％。これも平成３０年度より

０.４ポイント上昇しております。 

それから、実質公債費比率の単年度につきましては、平成３１年度は７.０％、３０年度より０.

４％上昇しております。 

 経常収支比率につきましては、８９.５％で、前年度より０.１ポイント増加しております。 

 公債費負担比率につきましては、平成３０年度より４.４ポイント増加して１８.５％になって
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おりますが、今年度は繰上償還を行っておりますので、そのことが影響しております。 

 積立金現在高比率は、３億６,１００万円減少して、１１.２ポイント下がっております。 

 地方債現在高比率につきましては、３.０ポイント上昇して２２２.３％でありました。これに

つきましては、過疎債の新規発行額が１１億２００万円、償還額が８億２,６００万円であって、

分子となる地方債残高が８４億６,９００万円となったために影響していると思われます。 

 次に、各会計についてでございます。６ページを御覧いただきたいと思います。歳入総額は７

１億４,２８３万９,０００円、歳出総額が６９億６,４６７万９,０００円、差引残高が１億７,８

１６万円、繰越財源が１,１０７万円で、実質収支額が１億６,７０９万円でございました。 

 歳入の状況でございますが、表を見ていただきたいと思いますが、自主財源につきましては、

まちづくり基金１億５,６１０万円、地域福祉基金、減債基金等を崩しておりまして、２億３,９

０５万３,０００円増加いたしまして１４億２,４５３万１,０００円となって、自主財源比率も１.

７ポイント増加して１９.９％というふうになっております。依存財源につきましては、地方交付

税、国県支出金と合わせて８０.１％ということで、依然として厳しい財政状況にあると言えます。 

 次に、７ページ、歳出のほうですが、予算現額７５億３,１６９万７,０００円に対して、支出

済額が６９億６,４６７万９,０００円で、翌年度繰越額は２億２,１７０万円で、不用額が３億４,

５３１万８.０００円で、予算に対する補助額は４.６％というふうになっております。状況の詳

しいことにつきましては、表のほうを御覧いただきたいと思います。 

 次に、性質別歳出の状況ですが、これが決算の総括でも申しましたように、普通建設事業が２

４.４％、それから、公債費が３３.２％平成３０年度よりは増えております。 

 次に、興学基金特別会計ですが、歳入総額は１,６４７万８,０００円、歳出総額は１,６４７万８,

０００円で、実質収支額は０円でございます。 

 次に、国民保険事業特別会計です。歳出総額が７億９,６２０万６,０００円、歳出総額が７億

９,５８７万６,０００円で、実質収支額は３３万円でございました。歳入の状況につきましては、

表のとおりでございまして、歳入合計が１５％増の決算額は７億９,６２０万６,０００円という

ことになっております。歳出につきましては、１１ページの表９を御覧いただきますと、保険給

付費が２４.９％前年度に比して増えております。これにつきましては、悪性新生物とか脳疾患関

係等の患者さんが増えたためと思われます。 

 次に、後期高齢者医療保険事業特別会計でございます。歳入総額は２億４,００７万８,０００円、

歳出総額は２億３,９３１万５,０００円、実質収支額が７６万３,０００円でございます。歳入総

額は前年度に比して４.５％増の２億４,００７万８,０００円と増えております。被保険者数につ

きましては、前年度より２９人減の１,５８８人でございます。次に、歳出ですが、歳出総額のう

ち、後期高齢者広域連合納付金が２億３,０１１万１,０００円で、歳出総額の９６.２％でござい
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ます。吉賀町の後期高齢者の医療給付費は１５億７,７５０万７,０００円、前年度に比して６.

７％増となっておって、一人当たりの給付費も９８万６,０００円で、これは県内でもかなり高い

水準となっております。 

 介護保険事業特別会計でございます。歳入総額が１１億８,２５３万６,０００円、歳出総額が

１１億７,１１６万９，０００円、実質収支額が１,１３６万７,０００円でございます。歳入の一

般会計繰入金がかなり増えておりますのは、ここに書いてございますように、低所得者保険料軽

減負担金が７５５万４,０００円増加するなど、前年度より１,６３２万４,０００円増えておると

いうことでございます。それから、介護給付費準備基金残高が１,９５６万８,０００円取り崩し

ておりまして、現在高が４６２万５,０００円となっております。これは表２８のほうに詳しく載

っておりますので、また御覧いただきたいと思います。 

 それから、歳出のほうでございますが、１４ページをはぐっていただいて、保険給付費が１０

億４,８６１万７,０００円で、歳出総額の８９.５％を占めております。これは、要介護認定者が

増えたこと、それと、居宅介護、施設介護等のサービス受給者が増えたということによります。 

 次に、１５ページの小水力発電事業特別会計でございますが、歳入総額が６,０５６万１,００

０円、歳出総額が６,００９万６,０００円で、実質収支額が４６万５,０００円でございます。売

電料収入につきましては、４月補修工事のために発電率が０.１と低かったんですが、それ以降は

ほぼ回復いたしまして、通期では０.９となっております。一般会計に対して１,４００万円繰り

出しておりまして、基金は３,５５０万７,０００円を積み立てて、基金残高が８,６６１万３,０

００円となっております。 

 次に、下水道事業特別会計でございます。歳入総額は１億９,２９５万９,０００円、歳出総額

は１億９,１９９万１,０００円で、実質収支額は９６万８,０００円となっております。 

 事業状況ですが、七日市処理区のます設置数が２２１か所で、接続箇所は前年度より３個増え

ておりますが、接続率は２５.８％と、いまだに低水準となっております。合併浄化槽の設置につ

きましては１５基、それから、合併浄化槽維持管理費補助については２８３件ということになっ

ております。 

 次に、農業集落排水事業特別会計です。歳入総額が６,６３８万２,０００円、歳出総額が６,６

０５万８,０００円、実質収支額が３２万４,０００円でございます。歳出歳入の状況は表のとお

りでございます。加入状況につきましては、柿木地区で人口率で８８.１％、初見新田地区で９２.

１％と、前年度より若干増えております。 

 次に、水道事業会計でございます。本年度の事業収支状況につきましては、収入総額が３億５,

３３７万３,０００円、支出総額が３億８,３８１万円、事業収益につきましては２億３,４６９万

円、事業費用が２億２,３０２万４,０００円で、純利益が１,１６６万６,０００円でございまし
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た。収入、支出の状況については、表のとおりでございます。 

 次に、各会計に関する監査状況ですが、議会事務局関係１９ページから３３ページの水道事業

会計については本日説明を省略させていただきまして、３３ページの共通事項に関する監査状況

からまた御説明申し上げます。 

 第１、税金及び使用料等の収納状況ですが、表に書いてありますように、一般会計、特別会計

の現年度及び滞納分の収納率は９３.６％で、前年度より０.５ポイント改善しております。特に

水道、下水道、農集の使用料の滞納繰越分については飛躍的に改善しておりまして、これは督促

等の地道な努力が功を奏しているものと思われます。しかしながら、令和２年度の予算編成に伴

う徴収率の設定について、１１月に第４回の債権共同徴収対策委員会が開かれておりますが、目

標値を実績より大幅に下回って設定しておりまして、これは正当な債権管理でこういうことでい

いんだろうかというようなものなんで、研修等で債権管理に関する職員のスキルアップを図ると

同時に、債権管理の一元化等を行って、それでも徴収困難な債権については、債権回収部門を設

けるなどの検討をされて、納税の公平公正に向けた対策の強化を図っていただきたいというふう

に思っております。 

 次に、第２、抽出監査における事業契約等の締結状況、１件５０万円以上の契約につきまして

は、３９ページの表の２７に掲げておりますが、契約件数１７９件のうち、一般競争入札が１１

件、指名競争入札が４０件、随意契約が１２８件となっとって、いずれも吉賀町契約規則及び関

係法令にのっとり適正に契約が行われておりますが、特に随意契約なんかの場合に、変更契約が

若干見られております。変更自体は正当かつ適切な変更ではございますが、事業内容や設計金額

等の精査を徹底して、当初契約どおり事業が確実に執行されるような環境づくりに努めていただ

きたいというふうに思っております。 

 次に、３４ページ、第３、基金の状況につきましては、４０ページの表２８のとおりでござい

ます。平成３１年度現在高は３１億２,７７１万２,０００円で、前年度より３億４,７３４万４,

０００円の減となっております。森林環境譲与税基金の創設もあって、利子を含めた積立額は、

前年度より３,４９９万７,０００円増の１億４,６５９万７,０００円でございましたが、取崩し

額が４億９,３２０万６,０００円でございました。基金につきましては、今後の取崩しに際して

は、財政状況等を勘案しながら慎重な対応に努めていただきたいというふうに思っております。 

 委託事業、補助金等の交付及び助成事業の執行に関しては、吉賀町補助金等交付規則や関係法

令との規定を徹底するのみならず、事業の目的、内容、効果等を精査するとともに、定期的な事

業の検証、評価を行って、より効果的な事業結果や事業支援につながるように努めていただきた

いというふうに思っております。予算に比して執行率の著しく低い事業や事業効果の見込めない

事業については、思い切って事業の中止を含めた抜本的な対策に取り組んでいただきたいという
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ふうに思っております。 

 次、総括でございますが、総括につきましては、この文を読み上げまして御報告あるいは御説

明とさせていただきます。 

 Ⅳ、総括、平成３１年度の決算審査を実施し、一般会計、特別会計、共通事項等の監査状況を述

べてきたところであるが、評価し、さらに推進すべき点、改善・検討をすべきと思われる事項に

ついて、提言として次のとおり総括する。 

 第１、財務事務は的確に処理されており、決算書並びに各調書等に記載された計数は、これま

で指摘した状況や事項を除き正確であると認められる。 

 第２、例月出納検査については、検査の結果、本年度についても指摘事項は僅少であり、正規

取扱いに対する平素の努力を評価したい。 

 第３、各種帳簿や資料等の数値や文言等については、常にチェックを行い、誤りや不審を持た

れることのないよう心がけられたい。内部牽制体制の形骸化が疑われるような事例もいまだ僅少

ながら見られ、適正な事務処理等の確保に向け、事務フローやリスクの検証を定期的に行い、内

部統制の強化を図られたい。 

 第４、事務報告書については、おおむね適切にまとめられているが、事務事業の羅列や不明確

な表現も一部見られ、説明責任を十分果たしているとは言い難い。副題にあるように、事務報告

書は主要施策の成果説明書であり、事業計画と実施結果についての検証、評価も含め、分かりや

すい事務報告となるよう配慮されたい。 

 第５、主要財政指標の推移については、５ページにあります表２のとおりであるが、実質公債

費比率の３か年平均は、平成３０年度に比べ０.４ポイント増加して６.２％、単年度では同じく

１.４％増加し７.０％であった。将来負担比率は、平成３０年度の５３.７％から６９.０％へ１

５.３ポイント増加しており、地方債現在高の増加と充当可能基金の減少がその主な要因である。

経常収支比率は、平成３０年度８９.４％から８９.５％へ０.１ポイント上がっている。これは、

分母となる経常一般財源収入が前年度比７,４００万円増加したものの、分子となる経常一般財源

支出も前年度比７,０００万円増加したためである。経常収支比率の悪化は財政の硬直化に直結す

るものであり、持続可能な財政に向け、事業の見直しを含めた、より効果的な財政運営に努めら

れたい。 

 第６、第３次吉賀町行財政改革プランは、令和２年３月末をもってその実施期間が終了し、そ

の総括を受け、令和２年度から令和６年度を期間とする第４次行政改革計画、財政健全化計画が

策定された。そのうち行政改革計画では、取組事項として、事務事業の見直し、組織機構と人事

管理の改革等が上げられている。地方自治法及び地方公務員法の改定により、令和２年度より従

来の特別職非常勤職員、臨時的任用職員の大半が会計年度任用職員へ移行することとなり、その
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人数は令和２年３月末現在１６１人である。事務事業の増加、行政ニーズの多様化による組織の

拡大は避けられないものではあるが、一方では、肥大化による非効率的な行政運営となる危険性

も常に併せ持っている。事務事業の見直し、考課制度活用等における人材育成、効率的組織機構

の整備等を通じ、組織統治の強化に一層努められたい。 

 第７、地方公会計は、正確な行政コストの把握や公共施設マネジメントの活用を通じて財政の

効率化、適正化を図るとともに、住民や議会、外部に対して分かりやすい財務情報を開示し、説

明責任を果たすことを目的としており、財政のみならず全ての事務執行に関わってくる。しかし

ながら、財務諸表の作成が翌々年度にずれ込む等、所期の目的を果たすには至っていない。公会

計による財務情報は、中長期の財政計画には不可欠であり、第４次行財政計画の取組方針にも示

されている財政マネジメント強化、ファシリティマネジメント等に向けた強力なツールとなるも

のであり、財務諸表の活用に向けた環境整備を早急に進められたい。 

 第８、自治振興と公民館活動の活性化に向けて担当部局の協議が開始され、平成３１年度は、

公民館のあり方や行政との関わり方について一定の方向が示されている。地域の実情に応じた自

治組織のあり方や公民館の事業見直し等については、令和２年度以降の協議とされているが、地

区、地域により現状、課題は様々であり、地域の活性化に向けた道のりは決して平坦ではない。

現行の自治会活動、自治振興交付金制度等の徹底的な検証を行うと同時に、在住外国人の増加と

いった環境の変化等も考慮に入れ、達成可能な目標に向けた戦略を明確にし、住民自身による自

治の振興を図られたい。 

 第９、指定管理施設については、施設の老朽化に伴う維持管理費等の増大が懸念されるが、温

泉・スポーツ施設等、誘客や交流人口を拡大につながる施設も少なくない。適切で効率的な管理

運営が行われるよう管理や経営状況の検証を不断に行うとともに、他の交流事業やイベント等の

有機的連関を通じ、にぎわいと活力にあふれた地域づくりに向け、一層の取組の強化を図られた

い。 

 第１０、地方創生については、令和元年６月のまち・ひと・しごと創生基本方針２０１９の閣

議決定を受け、国による第２期、２０２０年から２０２４年度ですが、総合戦略が策定されるこ

ととなった。吉賀町では、総合振興計画の計画期間に併せて、第１期総合戦略を期間延長２年間

し、実行施策等の見直しや追加を行うものの、数値目標及び基本目標の変更は行わないこととし

ている。実行施策のうち重要業績指標（ＫＰＩ）をクリアした事業もあるが、基本目標に届いて

いない事業も多い。計画期間の延長を機に、実行施策の更新、追加を行うとともに、ＰＤＣＡサ

イクルを確実に実行し、子どもを育み、子どもと共に発展するまちを目指して、一層の事業の展

開に努められたい。 

 第１１、吉賀町の人口は依然減少傾向が続いているが、社会動態で見ると、平成２７年以降、
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平成２９年を除き、転入数が転出数を上回る社会増となっている。平成３１年度も転入２９２人

に対し、転出は２２７人で、６５人の増となっている。これは、技能実習生ほか外国人の転入が

増えていることが大きく影響をしており、令和２年３月３１日現在、外国人登録者は２１８人と、

前年度より６０人増えている。音声通訳機の関係者への貸与や多言語での案内等を行っているが、

今後、在住外国人が安心して暮らせる生活環境に向け、企業や地域の関係者と連携しながら全庁

をあげて取り組み、多様性に富んだ真の多文化共生社会の実現に邁進されたい。 

 以上、決算書、財務諸表、行財政執行状況及び経営管理等の審査に当たっての意見を申し述べ、

平成３１年度の決算審査意見とする。御多忙の中、多くの資料を提供いただき、調査やヒアリン

グに協力いただいた職員の方々に深く感謝の意を表したい。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  以上で、上田代表監査委員さんからの各会計の決算審査意見についての

報告をいただきました。 

 これから質疑を行います。この質疑については一括に上程をいたしましたので、一般会計と特

別会計を含めた一般会計等と、ただいまの決算審査意見について一括に質疑を行いますので、冒

頭に会計名を述べて発言をお願いをいたします。 

 質疑については、上田代表監査委員も同席されております。併せて質疑を認めます。質疑はあ

りませんか。１番、桑原議員。 

○議員（１番 桑原 三平君）  代表監査委員さんにちょっとお聞きしたいことがありまして、こ

れから私たちの決算認定することになるわけですが、その中で審査の方法ということで、この試

査を、１４３件を抽出審査としたというふうになっておりますが、この１４３件の抽出した条件

といいますか、各課にわたっているのか、項目にわたっているのか、どういったことに重点を置

いたのか、そうした試査についての注意事項がありましたら教えていただきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  上田代表監査委員。 

○代表監査委員（上田 重夫君）  特に原則というのはございませんが、監査を始めるに当たって、

事務報告書を最初よく精査します。それから新しい事業、それから大きな事業、それから気にな

った事業、そういった観点から試査を抽出するわけですけれども、原則こうであって、これに引

っかかる分は抽出して徹底的に調べるということではございません。いわゆる前年度と比べて非

常に大きな事業であったりだとか、極端に少なくなった事業だとか、いわゆる金額の大きい事業

であったりとか、新規事業であったりとかいう部分について試査するということでございます。

これは監査委員同士の合議ということでなしに、それぞれの監査委員がそれぞれ抽出してやると

いうことでございまして、監査委員会全体で監査の方針としてこういうのをやりますよというこ

とではございません。参考にならないかもしれませんが。 



- 32 - 

○議長（安永 友行君）  ９番、河村由美子議員。 

○議員（９番 河村由美子君）  共通事項に関する監査状況ということなんですが、ページ数でい

いますと３７、８。その中で、未納額、不納欠損というのが一般会計と特別会計とそれぞれある

んですけども、そうした中で、これは監査委員もしかり、決算委員会の皆さんもしかりなんです

が、毎年のように未収納を徴収するの手立てといいますか、そういう方法をしっかりやって、税

の公平負担と善意の納税義務者に悪影響を及ぼさないということでお願いしたいということなん

ですけども、この中でも徴収困難な債権については、債権回収部門を設置する等を検討をすると

書いてありますが、随分前に設置委員会ではなかったような気もしますが、ある人を雇用して取

り立てというか、集金部門を設けたことがあるんですよ。その当時と今と回収率がどうなんかち

ゅうことは、ちょっと比較検討をして、資料がありませんが、やはり監査の意見でもありますよ

うに、やはり善意の納税者に与えることと、やはり資金ショートもしませんし、どんどん集金が

入ってくればですね。その辺と、これも一例なんですが、住宅改修とか何かしますと、補助金と

いうのが出る仕組みになっているんですよ。そうしたところが、先般６月でしたか、町民の方が

１０年前の水道代払っていないから補助金が出されないというようなケースがあって、相談を受

けたんですけども、昨年も同じようなケースがありまして、この決算と因果関係があると思って

聞くんですけども、そういったとき、やはりもうちょっと町のほうも執行体制のほうを、意見を

述べるばっかりで、なし崩しになっちゃ駄目と思うんですけども、その辺を代表監査としてもう

ちょっと具体性を明記して執行していただけるよう努力をしてほしいと思うんですけども、いか

がですか。 

○議長（安永 友行君）  上田代表監査委員。 

○代表監査委員（上田 重夫君）  監査は監査の立場がありますんで、執行部にこうせい、ああせ

いということはできませんが、これを書きましたのは、課によっては時間外に督促に出向いたり

とか、いろんな取り組みをやっているわけですね。非常に職員の負担にもなりますし、大体勤務

時間終わってから歩くわけですから、それについても例えば、督促したらすぐ払ってくれるよう

なケースならいいんですが、なかなかそういうケースばっかりじゃないようなんで、できればそ

ういったセクションをつくって、専門的に回収するよう考えたらどうかということは提言してい

る。ただ、担当課長なんかいいますと、令和２年度については、各債権の洗出しを全部やって、一

応職員で、いわゆる滞納部分については、収納に向けた取り組みを強化していくと言っておりま

すので、それ以上にお前らやってもつまらんけ、新しいのをつくったらどうかということは言え

ないと思いますんで、ただ、その状況を見ながら、例えば、先ほど言われましたように、何年か続

いておりますので、状況が。じゃあ、非常に徴収困難な事例については、やっぱりそういったセ

クションでやるということも一つの選択肢でないかということで、今回監査で書いたということ
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でございます。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。よろしいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑なしと認め、これで質疑は終わります。 

 ここでお諮りをします。ただいま議題となっております日程第６、認定第１号から日程第１４、

認定第９号については、決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  異議なしと認め、したがいまして、日程第６、認定第１号から日程第１

４、認定第９号については、決算審査特別委員会を設置し、これに付託することに決定をいたし

ました。 

 ここでお諮りをします。決算審査特別委員会の委員につきましては、総務、経済各常任委員会

から３名ずつ、合計６名の委員で構成することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  異議なしと認めます。したがいまして、決算審査特別委員会の委員につ

きましては、総務、経済各常任委員会から３名ずつ、合計６名の委員で構成することに決定をい

たしました。委員は、後日、各常任委員会から選出していただき、委員長、副委員長も互選により

選出をしていただきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．報告第２号 

○議長（安永 友行君）  それでは、関連でございますので、日程第１５、報告第２号健全化判断

比率及び資金不足比率についての報告を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、報告第２号健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

でございます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項及び第２

２条第１項の規定により、平成３１年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を、監査

委員の意見をつけて次のとおり報告する。令和２年９月８日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 まず、健全化判断比率でございます。実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、該当は

ございません。それから、実質公債費比率は６.２、将来負担比率は６９.０でございます。 

 なお、それぞれの項目の括弧書きにつきましては、下の注意書きにございますように、早期健

全化の基準を示すものでございます。いずれもそれに該当するものではございません。 

 続きまして、資金不足比率でございます。ここに書いてあります特別会計それぞれについて、
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該当がないということでございます。 

 詳細につきましては、担当いたします総務課長のほうから御説明申し上げますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  それでは、報告第２号健全化判断比率及び資金不足比率の報告につ

いて説明を申し上げたいと思います。参考資料を用いて説明をいたします。ページは１２ページ

からでございます。お開きいただければと思います。次の１３ページに見ていただければと思い

ます。参考資料１３ページのちょうど中段のところです。 

 実質赤字比率という括弧書きがあろうかと思います。そこのところを御覧ください。この実質

赤字比率でございますが、一般会計等における実質赤字額の標準財政規模に対する比率というこ

とで、その下にその算定式を記載をしております。平成３１年度決算におきましては、実質収支

が黒字でありまして、算定の結果、実質赤字比率は生じません。このため、なしということで、ハ

イフンで表示をいたしておるところでございます。 

 それから、その下の連結実質赤字比率でございます。これは、全ての会計の決算額を合算し、

地方公共団体全体を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率ということでございます。

その算定式については、その下の四角囲みに記載をしております。平成３１年度決算におきまし

ては、全会計を対象とした実質収支が黒字でございます。算定の結果、連結実質赤字比率は生じ

ないということでありますので、なしということで、ハイフンで表示をしているというところで

ございます。 

 資料、次のページに進んでいただきまして、１４ページの上段です。実質公債費比率でござい

ます。一般会計等が負担する元利償還金と準元利償還金の標準財政規模に対する比率ということ

で、３か年の平均を使用しているということで、その下に四角囲みで算定式を記載をさせていた

だきました。今回算定いたしました実質公債費比率は、平成２９年度から平成３１年度の３か年

の平均となっておりまして、結果といたしまして６.２％ということでございます。早期健全化基

準の２５％を下回っているというところでございます。 

 資料ちょっと飛んで申し訳ないんですけれども、２０ページのほうをもう見ていただきますと、

こちらのほうに実質公債費比率のこれまでの推移を記載をしたものを載せております。見どころ

といたしましては、下から５段目のところです。こちらに実質公債費比率３か年平均というとこ

ろでの推移を記載をしておりますので、見ていただければというふうに思います。 

 すいません。またお戻りいただきまして、資料１４ページでございます。中段のところ、将来

負担比率でございます。一般会計等が将来的に負担する負債額から、その償還に充てることがで

きる基金等を控除した額の標準財政規模に対する比率ということで、算定式については、その四
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角に記載のとおりでございます。 

 それから、その下の記載ですけれども、将来負担額については、次の①から⑧の合計額という

ことで計算をしていくというものでございます。そこの一番下の行ですけれども、算定の結果、

比率は６９.０％ということになります。早期健全化基準と言われるものが３５０.０％というこ

とですので、この数字を下回っているというところで見ていただければと思います。 

 誠にすいません。また資料飛んでいただいて、今度はまた２１ページのほうを御覧ください。

資料２１ページについては、今申し上げた将来負担比率のこれまでの推移について記載をさせて

いただきました。見どころといたしましては、下から５行目のところ、ここに将来負担比率の数

値の記載をしておりますので、御確認いただければというふうに思います。 

 すいません。また資料はお戻りください。１４ページです。１４ページの下ですけれども、資

金不足比率でございます。水道や下水道といった公営企業会計における資金不足額の公営企業の

事業規模である料金収入に対する比率ということで、その下に算定式として四角の中に表を記載

をしております。水道、小水力発電、下水道、農業集落排水の各事業における収支が黒字でござ

いますので、算定の結果、資金不足比率は生じません。なしということでございまして、ハイフ

ンで表示をいたしておるという、こういうことでございます。 

 以上で、報告第２号についての説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で提案者の詳細説明が終わりましたが、ここで上田代表監査委員さ

んから財政健全化審査意見及び資金不足比率審査意見の報告を求めます。上田代表監査委員。 

○代表監査委員（上田 重夫君）  それでは、先ほど読み上げました審査意見書の最後のほうを開

いていただきたいと思います。同じく８月２６日に、吉賀町長宛てに意見書を提出しております。

それを読み上げまして報告とさせていただきます。 

 平成３１年度吉賀町財政健全化審査意見書。 

 地方公共団体の財政健全化に関する法律第３条第１項の規定により、審査に付された平成３１

年度吉賀町財政健全化判断比率について審査したので、その結果について、別紙のとおり意見書

を提出いたします。 

 ページをはぐっていただきたいと思います。 

 １、審査の概要、この財政健全化審査は、平成３１年度決算に基づき、町長から提出された健

全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを

主眼として実施した。 

 ２、審査の結果、（１）総合意見、審査に付された下記の健全化判断比率及びその算定の基礎と

なる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

 表を御覧いただきたいと思います。（２）個別意見、（ア）実質赤字比率について、平成３１年度
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実質赤字比率は収支が黒字であるため、数値は示されていない。（イ）連結実質赤字比率について

は平成３１年度連結実質赤字比率が収支が黒字であるため、数値は示されていない。（ウ）実質公

債費比率について、平成３１年度の実質公債費比率は６.２％となっており、早期健全化基準の２

５.０％と比較すると、これを下回っている。（エ）将来負担比率について、平成３１年度の将来

負担比率は６９.０％となり、平成３０年度に比し１５.３ポイント上がっているが、早期健全化

基準の３５０.０％と比較すると、これを大きく下回っている。 

 ３、是正改善を要する事項、特に指摘すべき事項はない。 

 以上でございます。 

 次に、吉賀町特別会計等資金不足比率審査意見書でございます。 

 平成３１年度吉賀町特別会計等資金不足比率審査意見書。 

 地方公共団体の財政健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、審査に付された平成３

１年度吉賀町特別会計等資金不足比率について審査したので、その結果について別紙のとおり意

見書を提出いたします。 

 次のページをご覧ください。 

 １、審査の概要、この資金不足比率審査は平成３１年度決算に基づき、町長から提出された資

金不足判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうか

を主眼として実施した。 

 ２、審査の結果、（１）総合意見、審査に付された下記の資金不足比率及びその算定の基礎とな

る事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

 （２）個別意見、（ア）水道事業会計について、平成３１年度の資金不足比率は不足額がないた

め、数値は示されていない。（イ）小水力発電事業特別会計について、平成３１年度資金不足比率

は不足額がないため、数値は示されていない。（ウ）下水道事業特別会計について、平成３１年度

の資金不足比率は不足額がないため、数値は示されていない。（エ）農業集落排水事業特別会計に

ついて、平成３１年度の資金不足比率は不足額がないため、数値は示されていない。 

 ３、是正改善を要する事項、特に指摘すべき事項はない。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  以上で提案者の報告が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑なしと認め、本案は報告をもって終了といたします。 

 上田代表監査委員さんは退席されて結構です。御苦労でございました。 

────────────・────・──────────── 
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日程第１６．議案第５９号 

○議長（安永 友行君）  それでは、引き続き日程第１６、議案第５９号益田地区広域市町村圏事

務組合規約の変更についてを議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、議案第５９号益田地区広域市町村圏事務組合規約の変更につ

いてでございます。 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、益田地区広域市町村

圏事務組合規約を別紙のとおり変更することについて議会の議決を求める。令和２年９月８日提

出、吉賀町長岩本一巳。 

 詳細につきましては、担当いたします企画課長のほうから御説明申し上げますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。深川企画課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  企画課の深川でございます。ただいま議題となりました議案第５９

号益田地区広域市町村圏事務組合規約の変更についての詳細説明をいたします。 

 本案につきましては、地方自治法第２８６条第１項の規定に基づき、同組合益田地区広域市町

村圏事務組合から協議を求められたもので、ふるさと市町村圏計画の策定等に関する事務及び当

該基金を廃止し、益田圏域の振興に係る広域的な事業の実施に係る事務を、同組合で共同処理す

るための所要の変更を行う規約でございます。同法第２９０条の規定に基づき、議会の議決を得

ようとするものでございます。 

 参考資料の２３ページをお開きください。新旧対照表を記載しておりますので、まず、変更の

内容について説明させていただきます。 

 第３条１号及び２号において、ふるさと市町村圏計画に係る表記の削除を行うこととしており

ます。また、１０号に記載されていました地域活性化総合特区に関する事務を２号に移動しまし

て、あわせて第１１条の事業分担金に２号を加えるものでございます。いわゆる総合特区に関す

る事業分担の規定でございます。 

 それで、第１２条の基金に係るものは、全て削除することとしております。 

 続きまして、参考資料の２５ページをお開きください。これにつきましては、広域事務組合議

会の全員協議会で示されている経過等の資料を添付しております。平成２年９月に本圏域がふる

さと市町村圏に選定され、基金事業の条例を制定し、計画を策定したところでございます。中段

に基金の状況としておりますのが、平成３０年末現在の基金の残高でございます。現在の３市町

合わせて９億円の内訳を掲載しております。 

 ２５ページ後段には、基金を廃止する理由ということで、全員協議会で検討をされた内容とな
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っております。 

 手続につきましては、参考資料の２８ページを御覧ください。関係３市町の議会で今回の議案

が議決された後に、広域事務組合から島根県へ許可の申請を行うこととなっております。 

 以上で、議案第５９号の詳細説明といたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。５番、中田議員。 

○議員（５番 中田  元君）  この基金のことですが、基金つくって、新しい庁舎を造るという

ことになっとりますが、この庁舎の位置とはどうなって……。地区本部の消防庁舎の。 

○議長（安永 友行君）  消防。 

○議員（５番 中田  元君）  はい。位置というのは、もう決定したのか。候補地が二、三あっ

たかと思うんです。その辺を。いかがなもんですかね。 

○議長（安永 友行君）  赤松副町長。 

○副町長（赤松 寿志君）  お答えをさせていただきます。 

 消防の庁舎の件につきましては、今、消防の関係者と、それから私と、それから、各市町の財政

の担当課長で消防庁舎の検討委員会というのができておりまして、その中で今４か所ぐらい候補

地がありまして、その中から順次絞って、２か所に絞ったんですけども、おおよそそのうちで１

か所に選定していこうということで、今手続を取っておるところでございまして、まだ最終な決

定ということには至っておりませんけども、ほぼほぼ固まるんじゃないかというふうに思ってお

ります。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。よろしいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですが、日程第１６、議案第５９号益田地区広域市町村

圏事務組合規約の変更についての質疑は、保留をしておきます。 

 ここで昼休み休憩といたします。ちょっと早いですので、議員の皆様においては、今朝ほど言

いました決算審査特別委員会の委員の選出をしていただいたらと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 休憩します。 

午前11時44分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き、午後の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 
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日程第１７．議案第６０号 

○議長（安永 友行君）  日程第１７、議案第６０号吉賀町真田グラウンド・吉賀町交流研修セン

ターの指定管理者の指定についてを議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。 

 岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、議案第６０号吉賀町真田グラウンド・吉賀町交流研修センタ

ーの指定管理者の指定についてでございます。吉賀町真田グラウンド・吉賀町交流研修センター

の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第６項の規定により議会の議決を求める。令和２年９月８日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 １、指定管理を行わせようとする公の施設の名称、吉賀町真田グラウンド・吉賀町交流研修セ

ンター。 

 ２、指定管理者となる団体の名称、住所、吉賀町六日市９６５番地１、名称、一般社団法人スポ

ーツクラブＳｐａｒｋｌｅ Ｓｔａｒ、代表者、代表理事岩本明彦。 

 ３、指定の期間、令和３年４月１日から令和６年３月３１日まででございます。 

 詳細につきましては、所管いたします総務課長のほうから御説明申し上げますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  それでは、議案第６０号吉賀町真田グラウンド・吉賀町交流研修セ

ンターの指定管理者の指定について説明を申し上げます。 

 参考資料を用いまして説明をしたいと思います。資料ページは２９ページをお開きいただけれ

ばと思います。 

 資料の２９ページ、１番に指定期間ということで最初に書かせていただきました。前段の部分

は、町の基本的な考え方、方針について書いておるところです。 

 それから、米印のところを見ていただければと思います。吉賀町真田グラウンド・吉賀町交流

研修センターの指定期間につきましては、平成３１年度から指定管理者制度の運用開始すること、

それから照明設備を新設したことにより、電気料の過去の実績がないことから、平成３１年度と

令和元年度の２年間ということでこれまで指定したというところでございます。 

 令和３年度からの指定期間については、他の指定管理施設の終期に合わせ、令和５年度までの

３年間ということで、これまで指定管理者の指定手続を進めてきたという、こういうことでござ

います。 

 その選定経過について、２番目に書いております。まず（４）に飛んでいただきますと、選定委

員会開催状況ということで、６月１９日に選定委員会第１回目を開催いたしました。その中で選
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定スケジュールあるいは募集要項の内容等について協議をしていただいたということであります。

その協議結果をもって（１）の公募に移ったと。公募期間につきましては、令和２年６月２２日

から８月４日までの期間でございました。 

 （２）現地説明会ですけれども、７月９日ということで設定はいたしておりましたけれども、

参加団体はございませんでした。 

 （３）応募者数です。１団体の応募があったということでございます。 

 こうしたことを経まして、（４）の②８月１９日ですけれども、第２回目の選定委員会というこ

とで、提出された書類の審査、それから実際に申請者にお運びいただきまして面接審査を行って

いただいたところでございます。 

 その結果といたしましては、次の（５）選定結果ということで、指定管理候補者については、先

ほど町長が申し上げた団体ということでございます。 

 ②に選定理由を記載をしております。選定の結果、申請者は１団体であったが、応募資格及び

財務状況等に不適切な項目は見当たらず、申請者は吉賀町真田グラウンド・吉賀町交流研修セン

ター施設の役割機能を果たしていく上で適当と判断された。 

 また、指定管理料の提示額は、３年間で総額１,３０８万円、消費税及び地方消費税抜きであっ

た。 

 上記の結果、申請者、一般社団法人スポーツクラブＳｐａｒｋｌｅ Ｓｔａｒを指定管理者の

候補として選定をしたということでございます。 

 点数評価をいたしておりますけれども、採点結果といたしましては７００点満点中４５０点と

いうことでございました。 

 めくっていただきまして、３０ページです。指定管理料について記載をいたしております。上

の（１）については指定管理料の基準額でございます。 

 それから（２）については指定管理料、それから（３）には平成３１年度と令和２年度の指定管

理料について参考として記載をさせていただいておるというところでございます。 

 以上で説明を終わります。どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですが、日程第１７、議案第６０号吉賀町真田グラウン

ド・吉賀町交流研修センターの指定管理者の指定についての質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．議案第６１号 
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○議長（安永 友行君）  日程第１８、議案第６１号吉賀町空家等対策協議会設置条例の制定につ

いてを議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。 

 岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは続きまして、議案第６１号吉賀町空家等対策協議会設置条例の

制定についてでございます。吉賀町空家等対策協議会設置条例を制定したいので、地方自治（昭

和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定に基づき議会の議決を求める。令和２年９月８日

提出、吉賀町長岩本一巳。 

 なお、この件につきましては、去る９月１日開催の全員協議会のほうで例規の内容を含め、そ

れから今後の内容につきましても詳細の説明をさせていただいたところでございますので、本日

の上程に当たっての説明については割愛をさせていただきたいと思います。どうかよろしくお願

いいたします。 

○議長（安永 友行君）  ただいま町長が述べたように詳細説明はしません。 

 提案者の提案理由の説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。よろし

いですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですが、日程第１８、議案第６１号吉賀町空家等対策協

議会設置条例の制定についての質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．議案第６２号 

○議長（安永 友行君）  日程第１９、議案第６２号吉賀町手数料徴収条例の一部を改正する条例

についてを議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。 

 岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは続きまして、議案第６２号吉賀町手数料徴収条例の一部を改正

する条例についてでございます。吉賀町手数料徴収条例（平成１７年吉賀町条例第７０号）の一

部を別紙のとおり改正する。令和２年９月８日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 詳細につきましては、所管いたします税務住民課長のほうから御説明申し上げますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。栩木税務住民課長。 

○税務住民課長（栩木 昭典君）  それでは、議案第６２号吉賀町手数料徴収条例の一部を改正す

る条例について詳細説明をさせていただきます。 
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 本議案は、個人番号が記載されております通知カードが廃止になったことによりまして、吉賀

町手数料徴収条例の一部を改正する条例案でございます。 

 議案及び参考資料の３１ページを御覧ください。 

 本町の手数料条例では、３種類のカードにつきまして、交付または再交付手数料をそれぞれ定

めておりましたが、通知カードが令和２年５月２５日に廃止となりましたので、それに伴い手数

料条例より削除をします。また併せて住民基本台帳カードにつきましても廃止となりましたので、

同表の住民基本台帳カードの交付及び再交付手数料についても削除したいと思います。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。御審議の程よろしくお願いします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですが、日程第１９、議案第６２号吉賀町手数料徴収条

例の一部を改正する条例についての質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２０．議案第６３号 

日程第２１．議案第６４号 

○議長（安永 友行君）  日程第２０、議案第６３号吉賀町家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。失礼しました。日程第２０の議案第６３号と日程

第２１の議案第６４号については、一括上程をさせていただきます。失礼いたしました。よろし

くお願いします。 

 それでは、日程第２０並びに日程第２１についての提案理由の説明を求めます。 

 岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、議案第６３号並びに６４号につきまして一括で上程をさせて

いただきます。 

 まず、議案第６３号吉賀町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例についてでございます。吉賀町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例（平成２６年吉賀町条例第１７号）の一部を別紙のとおり改正する。令和２年９月８

日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 続きまして、議案第６４号吉賀町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例についてでございます。吉賀町特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２６年吉賀町条例第１８号）の一部
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を別紙のとおり改正する。令和２年９月８日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 詳細につきましては、所管をいたします保健福祉課長のほうから、いずれも詳細な説明をさせ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、議案第６３号と議案第６４号について、担当課長よりの詳細

説明を求めます。永田保健福祉課長。 

○保健福祉課長（永田 英樹君）  それでは、議案第６３号と６４号の詳細説明をさせていただき

ます。定例会資料の３２ページ、３３ページをお開きいただきたいと思います。 

 このたびの条例改正ともに国の法改正、基準改正等々に伴うものでございます。 

 まず、第６３号のほうの吉賀町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例に

つきましては、国の基準改正がございまして、この中で小規模保育事業所並びに保育所型事業所

内の保育事業所等の保健師の配置する数の算定に当たっての考えを示してこれまで運用しており

ましたけれども、こちらの算定に当たっては、保健師以外の職種であっても１人に限り保育士と

みなすことができるという運営で──規定で運営を──みなしておりました。このたび国の基準

が改正をされまして、これまでその保健師、看護師であった部分に准看護師が追加をされるとい

うことから、関連します部分について准看護師を付け加え──加えさせていただく内容の条例改

正となっております。 

 続きまして、議案第６４号につきましてですが、こちらにつきましては特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例ということで、それぞれの条例の中にあ

ります定義でございますが、第２条の第２３号のところで特定地域型保育事業、こちらの定義を

規定しております法律が、現行は法第４３条第３項とありましたが、国の根拠法令が改正になり

まして、こちらの条項が繰り上げになっておりますので、ここの部分が第４３条第２項に規定を

されたということで、こちらのほうを修正させていただく内容となっております。 

 以上で、詳細説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、議案第６３並びに６４号の詳細説明が終わりました。 

 これより両議案について質疑を許します。質疑はありませんか。 

 １１番、藤升議員。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  准看護師も保育の業務に当たることができるようにするという

ものでありますけれども、そのために必要な保育に関する知識等を身につける場として県のほう

も対応しなければいけないとありますが、現状においてどのような形で保育についての研修が受

けられる体制がとられているのか。 

 また、常にそういう研修を受けられる場が設定されているとは考えづらいので、どういう場合

にそういう研修をする場を設けるようになっているのか、その点についてお聞きします。 



- 44 - 

○議長（安永 友行君）  永田保健福祉課長。 

○保健福祉課長（永田 英樹君）  お答えをいたします。 

 このたびの条例改正によりまして、准看護師が保育士ということで従事することができるよう

になるということでございますが、ただ御指摘のとおり准看護師でございますので、保育に関す

る部分についてはまだ十分な知識等々、必要な知識等々が修得されてないというところが想定さ

れますので、議員おっしゃるとおりに研修の場を充実していく、確保していくといったところは

非常に重要であろうというふうに思っております。そういった中で、県の開催する研修会等々に

積極的に参加をする場合については研修費用の助成でありますとか、あるいは直営の場合はこち

らの事業主体として確保して、そういった研修の機会を受ける場を設定をしていきたいというふ

うに考えております。 

 ただ、おっしゃるとおり、現在、准看護師が従事をしているというようなケースは町内の所で

はございませんので、想定はしていないんですけれども、今後、保育士不足等々が生じた場合、

そういった方々に当たっていただくというところについては、やはり期間を置かずに速やかにそ

ういった形の研修等々に参加できるような形の場を県等と、また御指導等々いただきながら、こ

ちらとしても速やかに確保ができるよう努力をしてまいりたいというふうに考えておるところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですが、日程第２０、議案第６３号並びに日程第２１、

議案第６４号については質疑を保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２２．議案第６５号 

○議長（安永 友行君）  引き続き、日程第２２、議案第６５号令和２年度吉賀町興学資金基金特

別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。 

 岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは続きまして、議案第６５号令和２年度吉賀町興学資金基金特別

会計補正予算（第１号）であります。令和２年度吉賀町興学資金基金特別会計補正予算（第１号）

は次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２５２万円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１,５０９万円とする。第２項、歳入歳出予算の補正の款
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項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補

正による。令和２年９月８日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 めくっていただきまして、１ページ、第１表の歳入歳出予算補正でございます。 

 まず、歳入でございますが、款３繰入金、項１基金繰入金１,０８０万円から２５２万円を減額

いたしまして、８２８万円でございます。これに伴います歳入合計は１,７６１万から２５２万円

を減額し、１,５０９万円でございます。 

 ２ページは歳出でございます。 

 款１総務費、項１総務管理費１,７６１万円から２５２万円を減額し、１,５０９万円でござい

ます。 

 なお、歳出の合計につきましても同額となっております。 

 ３ページの事項別明細書以降につきましては、所管いたします総務課長が御説明申し上げます

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  それでは、議案第６５号令和２年度吉賀町興学資金基金特別会計補

正予算（第１号）について説明を申し上げたいと思います。 

 予算書につきましては、６ページをお開きいただければと思います。 

 それから、予算書の内容に入ります前に、参考資料３４ページに触れさせていただきたいと思

います。参考資料の３４ページ、タイトルといたしましては、新型コロナウイルス感染症への対

応を踏まえた事業見直しということで、本日の冒頭の町長挨拶の中にもありましたとおり、６月

の定例会において、年度途中ではありますけれども予算について見直しを行うという、こういう

お話をさせていただき、その作業を進めてまいりました。その結果をここにまとめておるという

ものでございます。 

 中程の表を見ていただきますと、事業見直しによる補正予算額７,３６８万７,０００円の減額、

その下に一般会計、特別会計それぞれの額を記載をしているということでございます。 

 それから、一般会計あるいは特別会計ということで、その額について記載をし、さらに３４ペ

ージの一番下ですけれど、３、主な見直し事業ということで、減額なりをさせていただいた事業

について、その内容について記載をいたしたところでございます。それで、この後、順次上程い

たします特別会計、それから一般会計につきましては、この内容が反映されてくるということで、

最初に説明をさせていただいておきたいと思います。 

 なお、資料のこの減額の数字ですけれども、予算書に出てくる数字と必ずしも一致するもので

はございませんので、あらかじめお伝えをしておきたいと思います。 

 それでは、すみません、予算書に戻っていただきまして、６ページでございます。総務費、総務
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管理費、１一般管理費、００３貸付金、興学資金基金貸付金２５２万円の減額でございます。こ

れにつきましては、当初の貸付見込み人数といたしましては１２人分ということで予算計上いた

しておりましたけれども、結果として貸付に至った方については５名ということになりました。

したがいまして、７人分を減額をさせていただくという、こういう内容でございます。 

 予算書１ページ戻っていただきまして、今度５ページです。今申し上げました歳出の減額に合

わせる形で繰入金を減額をするということ、同額を減額をするという、こういう内容でございま

す。 

 以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですが、日程第２２、議案第６５号令和２年度吉賀町興

学資金基金特別会計補正予算（第１号）の質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２３．議案第６６号 

○議長（安永 友行君）  日程第２３、議案第６６号令和２年度吉賀町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第２号）を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。 

 岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは続きまして、議案第６６号令和２年度吉賀町国民健康保険事業

特別会計補正予算（第２号）でございます。令和２年度吉賀町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第２号）は次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７９６万４,０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億９,３３６万９,０００円とする。第２項、

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

第１表歳入歳出予算補正による。令和２年９月８日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 めくっていただきまして、第１表は歳入歳出予算補正でございます。 

 まず、歳入でございます。款１国民健康保険税、項１国民健康保険税１億１,１２２万１,００

０円から６９５万６,０００円を減額し、１億４２６万５,０００円、款６県支出金、項１県負担

金・補助金６億６,８７１万円から３８２万８,０００円を減額し、６億６,４８８万２,０００円、

款８繰入金、項１他会計繰入金１億１,３４７万６,０００円から３５０万９,０００円を減額し、

１億９９６万７,０００円、２、基金繰入金、補正額ゼロに対しまして６００万円を追加し、６０
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０万円、款９繰越金、項１繰越金１,０００円に対し３２万９,０００円を増額し、３３万円でござ

います。これに伴う歳入合計９億１３３万３,０００円から７９６万４,０００円を減額し、８億

９,３３６万９,０００円になるものでございます。 

 続きまして、２ページは歳出でございます。 

 款１総務費、項１総務管理費１億８１３万４,０００円から７５３万７,０００円を減額し、１

億５９万７,０００円、款８保健事業費、項２特定健康診査等事業費６３２万９,０００円から４

０万円を減額し、５９２万９,０００円、款１１予備費、項１予備費９６５万３,０００円から２

万７,０００円を減額し、９６２万６,０００円でございます。これに伴います歳出合計でござい

ますが、９億１３３万３,０００円から７９６万４,０００円を減額し、８億９,３３６万９,００

０円になるものでございます。 

 事項別明細書以降につきましては、所管いたします保健福祉課長が御説明申し上げますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。永田保健福祉課長。 

○保健福祉課長（永田 英樹君）  失礼いたします。 

 それでは、議案第６６号令和２年度吉賀町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）の詳

細説明をさせていただきます。予算書の７ページをお開きいただきたいと思います。 

 まず、歳出からでございます。総務費、総務管理費、一般管理費の００２一般管理事務費でご

ざいます。普通旅費につきまして１８万１,０００円の減額でございます。これは新型コロナの関

係等々によりまして、参加を予定しておりました会議等々が中止に伴う部分の旅費の減額でござ

います。それから印刷製本費につきまして３０万円の増でございます。こちらにつきましては、

当初予算に計上させていただきました国保保険料の都道府県化に伴いまして、現在県下統一の新

システムに移行する準備を進めてございます。そちらのほうを今後使っての運用というふうな形

になってまいりますけれども、現在使っております保険証や、あるいは入院時に使っていただき

ます負担の限度額証等々の様式が、現行の物がちょっと使えずに、レイアウトのほうを変更し、

新たに印刷をしなければならないという事態が発生してまいりましたので、その部分に必要な保

険証でありますとか限度額証の印刷製本費ということで３０万円を計上させていただいておるも

のでございます。 

 続きまして、連合会負担金でございます。７６５万６,０００円の減額でございます。こちらに

つきましては先程お話ししました当初予算で計上させていただきました県下統一の事務処理シス

テム、こちらのほうの導入に向けた作業を進めておりましたが、導入されますシステムの内容に

つきまして、県下統一のような形の物が、標準的な物が示されておるわけなんでございますけれ

ども、実際今後この部分を運用していく上で吉賀町の保険者には不要な部分、そういった部分を
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精査をさせていただきました。 

 具体的に申しますと、例えば賦課業務につきましては、賦課の際に用います部分、３方式、吉

賀町については所得割と均等割、平等割等々といった３方式を用いておるわけなんでございます

けれども、実際そこの部分につきまして資産割等々について対応できるようなパッケージとなっ

ておりますので、そういった部分については吉賀町に不要でございますので、そういった部分を

精査をさせていただき、このたび７６５万６,０００円の部分に減額が見込めるということになり

ましたので、こちらのほうを減額をさせていただく内容となっております。 

 それから、保健事業費、特定健康診査等事業費でございます。こちらについても４０万円の減

額でございます。業務運営関係の委託料ということで、基本的に国保の被保険者の方々の人間ド

ックの委託料でございますけれども、当初、医療機関のほうに９０人を想定をしておったところ

なんですけれども、年度初め等々から募集を行いましたところ、実際９０名を予定をしておった

ところが７０名のところにとどまっているというようなところがございまして、２０名分につい

て減額をさせていただいておるところでございます。 

 それから続いて、５ページのほうを御覧をいただきたいと思います。歳入でございます。 

 まず、国民健康保険税でございます。一般被保険者国民健康保険税医療給付分、介護給付分、

後期高齢者支援分の現年度分についてでございます。それぞれ減額をさせていただきまして、６

９５万６,０００円の減額の補正となっております。こちらにつきましては、４月に保険税の本算

定のほうさせていただきまして、それに基づくそれぞれの区分ごとの調定が確定をいたしました

ので、その部分について当初予算よりも被保険者数の減少等の理由から、当初予算額よりも調定

額が下がったというようなところからの減額の補正をさせていただいておるものでございます。 

 それから続きまして、中段の県支出金、県負担金・補助金でございます。特別調整交付金分と

いうことで、こちらは歳出のほうで申し上げました県下統一のシステム導入、ここの部分の経費

につきましては、特別調整交付金として２分の１が助成をされるということでございますが、先

程、委託料のほうを７６５万６,０００円減額させていただきましたので、この部分の２分の１の

特別交付金が、歳入分が減額となるため、こちらの３８２万８,０００円を計上させていただいて

おるところでございます。 

 それから、先程の歳出のほうで申し上げました旅費の減額分あるいは印刷製本費の増額分、そ

れと先程のシステム改修の町の負担分２分の１等々を含めまして、一般会計からの繰入金、こち

らにつきましても３５０万９,０００円の減額となるため、繰入金のほうを減額補正をさせていた

だいております。 

 そういったところから、歳入歳出で不足する部分が生じてまいりますので、国民健康保険の基

金のほうから６００万円ほど繰り入れをさせていただき、併せてなお不足する部分については歳
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出の予備費の方を２万７,０００円減額をさせていただくというような補正の内容となっており

ます。 

 以上で、詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですが、日程第２３、議案第６６号令和２年度吉賀町国

民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）の質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２４．議案第６７号 

○議長（安永 友行君）  日程第２４、議案第６７号令和２年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特

別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。 

 岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは続きまして、議案第６７号令和２年度吉賀町後期高齢者医療保

険事業特別会計補正予算（第１号）でございます。令和２年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特

別会計補正予算（第１号）は次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２０万２,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億４,７５８万８,０００円とする。第２項、

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

第１表歳入歳出予算補正による。令和２年９月８日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 まず、１ページは、第１表の歳入歳出予算補正でございますが、歳入でございます。 

 款４繰入金、項１一般会計繰入金１億８,２３１万７,０００円に１０９万６,０００円を追加し、

１億８,３４１万３,０００円でございます。款５繰越金、項１繰越金１,０００円に７６万１,０

００円を追加し、７６万２,０００円。款６諸収入、項２償還金及び還付加算金９万９,０００円

に４万５,０００円を追加し、１４万４,０００円、款７分担金及び負担金、項２負担金７０万円

に対しまして、７０万円皆減をいたしましてゼロ。これに伴います歳入合計２億４,６３８万６,

０００円に１２０万２,０００円を追加し、２億４,７５８万８,０００円とするものでございます。 

 ２ページは歳出でございます。 

 款１総務費、項１総務管理費２５３万円に対しまして３９万６,０００円を追加し、２９２万６,

０００円。款２後期高齢者医療広域連合納付金、項１後期高齢者医療広域連合納付金２億４,３７

４万２,０００円に４３万２,０００円を追加し、２億４,４１７万４,０００円。款３諸支出金、



- 50 - 

項１償還金及び還付加算金１０万円に４万５,０００円を追加し、１４万５,０００円。款４予備

費、項１予備費１万４,０００円に３２万９,０００円を追加し、３４万３,０００円でございます。

これに伴います歳出合計は、２億４,６３８万６,０００円に１２０万２,０００円を追加いたしま

して、２億４,７５８万８,０００円となるものでございます。 

 詳細につきましては、所管いたします保健福祉課長のほうから事項別明細書以降、御説明申し

上げますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。永田保健福祉課長。 

○保健福祉課長（永田 英樹君）  それでは、議案第６７号令和２年度吉賀町後期高齢者医療保険

事業特別会計補正予算（第１号）の詳細説明をさせていただきます。 

 予算書の６ページをお開きいただきたいと思います。 

 まず、歳出でございます。 

 総務費、総務管理費、一般管理費の一般管理事務費、まず３万４,０００円の減額でございます。

こちらにつきましても先程の国保と同じように新型コロナの影響によります会議等々が中止とな

りましたため、普通旅費と出張時の駐車場の利用料等々につきまして減額のほうをさせていただ

いております。 

 続きまして、健康診査事業費、こちらにつきましては４３万円の増額でございます。先程、国

保につきましては申し込みが少なかったための減額ということになりましたが、反対に後期高齢

者のほうにつきましては助成申し込みが多くございまして、当初予算よりも１５人の方から予定

よりも多く申し込みがあったため、そちらのほうの助成をさせていただくため、４３万円を増額

をさせていただいておるものでございます。 

 それから、続きまして中段の後期高齢者医療広域連合納付金でございます。４３万２,０００円で

ございます。こちらにつきましては令和元年度の出納閉鎖期間中に被保険者の方から納付してい

ただきました保険料、こちらのほうを繰り越しをし、広域連合のほうに納付をしなければなりま

せんので、この部分の４３万２,０００円を計上させていただいておるものでございます。 

 それから、諸支出金の償還金及び還付加算金、保険料等還付金でございます。４万５,０００円で

ございます。こちらにつきましては、この間、被保険者の方々でお亡くなりになったり、あるい

は所得更正等々によりまして保険料部分に変更が生じた方々への発生する還付金、こちらのほう

を歳出予算ということで計上させていただいておるものでございます。 

 それで、５ページのほうに行っていただきまして、続いて歳入のほうでございます。繰入金、

一般会計繰入金でございます。１０９万６,０００円でございます。内訳といたしましては、先ほ

ど一般管理事務費のほうで生じました旅費の減額分、それから人間ドックの助成の増額分、こち

らとプラスいたしまして、後に説明させていただきますが、当初、予算におきましては後期高齢
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者のほうで歳入を計上しておりました人間ドックの助成部分、こちらのほうを一般会計のほうに

組替えをさせていただきまして、一旦、広域連合からの人間ドックの助成部分を一般会計のほう

で受けさせていただき、事務費繰入金という形で特別会計、後期高齢者医療会計のほうに繰り出

しをさせていただく形に組替えのほうを今回させていただいておるものでございます。そういっ

たところで後ほど出てまいります分担金・負担金分の減額の７０万円、こちらのほうが事務費の

繰入れ分ということで入ってまいりますので、１０９万６,０００円という金額になってまいると

ころでございます。 

 それから、令和元年度の特別会計の繰越金７６万１,０００円、こちらのほうを計上させていた

だいております。あわせまして、先ほど歳出のほうで説明をさせていただきました保険料の還付

分４万５,０００円、こちらについては既に広域連合のほうに納付済みでございますので、このた

び歳出還付をいたします同額分を広域連合より受け入れるため歳入のほうに予算化をさせていた

だいておるものでございます。分担金・負担金の７０万円の減額の部分については先ほど説明さ

せていただいたものでございまして、そういったところで歳入歳出の差引きの結果、余剰分が発

生します３２万９,０００円につきましては予備費のほうに計上させていただいておるものでご

ざいます。 

 以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  よろしいです。質疑がないようですが、日程第２４、議案第６７号令和

２年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第１号）の質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２５．議案第６８号 

○議長（安永 友行君）  日程第２５、議案第６８号令和２年度吉賀町介護保険事業特別会計補正

予算（第３号）を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、続きまして議案第６８号令和２年度吉賀町介護保険事業特別

会計補正予算（第３号）でございます。令和２年度吉賀町介護保険事業特別会計補正予算（第３

号）は次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,１３６万５,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億７,３９４万９,０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出
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予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。令和２年９月８日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 まず、第１表の歳入歳出予算補正でございます。歳入でございます。款８繰越金項１繰越金、

１,０００円に１,１３６万５,０００円を追加いたしまして１,１３６万６,０００円でございま

す。これに伴う歳入合計１１億６,２５８万４,０００円に１,１３６万５,０００円を追加し１１

億７,３９４万９,０００円でございます。 

 続きまして、２ページは歳出でございます。款６諸支出金、項１償還金及び還付加算金、１０

万２,０００円に対しまして５５４万円を追加し５６４万２,０００円でございます。款７予備費、

項１予備費、５万２,０００円に対しまして５８２万５,０００円を追加し５８７万７,０００円で

ございます。これに伴う歳出合計１１億６,２５８万４,０００円に１,１３６万５,０００円を追

加し１１億７,３９４万９,０００円となるものでございます。 

 事項別明細書以降につきましては、所管いたします保健福祉課長が御説明申し上げます。よろ

しくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。永田保健福祉課長。 

○保健福祉課長（永田 英樹君）  それでは、議案第６８号の令和２年度介護保険特別会計補正（第

３号）の詳細説明をさせていただきます。 

 予算書の６ページをお開きいただきたいと思います。こちらも歳出からでございます。諸支出

金、償還金及び還付加算金でございます。国県支払基金への返還金ということで５５４万円でご

ざいます。こちらにつきましては、令和元年度の介護保険事業の実績報告を国、県に提出をして

おります。その実績報告に基づきまして、国、県あるいは支払基金のほうから余分に交付がされ

た部分の精算に伴う返還分を予算化をさせていただいておるものでございます。国分といたしま

して２９２万５,０００円、県として４６万９,０００円。過誤納等還付金とありますが、こちら

は支払基金への返還分でございまして、２１４万６,０００円となってございます。 

 続きまして、５ページのほうでございます。繰越金ということで、昨年度決算に伴います介護

保険特会の繰越金１,１３６万５,０００円でございます。こちらのほうを歳入で計上させていた

だいておるとこでございます。こちらのほうを財源といたしまして、先ほどの国県支払基金への

返還金を差し引いた残りが５８２万５,０００円となりますので、この部分については歳出のほう

の予備費に充てさせていただき、給付費等不測の事態が生じた場合に対応させていただいたらと

いうような補正の内容となっております。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  以上で提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（安永 友行君）  なしでよろしいです。質疑はないようですが、日程第２５、議案第６８

号令和２年度吉賀町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）の質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２６．議案第６９号 

○議長（安永 友行君）  日程第２６、議案第６９号令和２年度吉賀町小水力発電事業特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  続きまして、議案第６９号令和２年度吉賀町小水力発電事業特別会計補

正予算（第１号）であります。令和２年度吉賀町小水力発電事業特別会計補正予算（第１号）は次

に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４６万４,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６,４０４万３,０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。令和２年９月８日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 第１表歳入歳出予算補正を御覧ください。まず、歳入でございます。款４繰越金、項１繰越金、

１,０００円に対しまして４６万４,０００円を追加し４６万５,０００円でございます。これに伴

う歳入合計６,３５７万９,０００円に４６万４,０００円を追加し６,４０４万３,０００円とな

るものでございます。 

 ２ページは歳出でございます。款１総務費、項１施設管理費、４,７７９万８,０００円に４６

万４,０００円を追加し４,８２６万２,０００円でございます。これに伴う歳出合計は６,３５７

万９,０００円に４６万４,０００円を追加し６,４０４万３,０００円となるものでございます。 

 事項別明細書以降につきましては、所管いたします柿木地域振興室長から御説明申し上げます

のでよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。山根柿木地域振興室長。 

○柿木地域振興室長（山根 徳政君）  柿木地域振興室の山根でございます。 

 そうしますと、議案第６９号令和２年度吉賀町小水力発電事業特別会計補正予算（第１号）の

詳細について説明させていただきます。 

 まず、施設管理費、一般管理費の旅費でございます。コロナに伴います予定されておりました

会議、出張が取りやめとなった関係で費用弁償、普通旅費合わせまして１０万２,０００円の減額。

それから、小水力発電の管路について調査分析の委託料を組んでおりましたけども、入札減の５

０万円について委託料のほうを減額をさせていただくというところであります。それから、５ペ

ージに１つ戻っていただきまして、純繰越金のほうを４６万４,０００円、先ほどの減額と合わせ
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まして６ページのほう、小水力発電事業基金の積立金ということで１０６万６,０００円を計上さ

せていただきたいというところであります。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  以上で提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  よろしいです。質疑がないようですが、日程第２６、議案第６９号令和

２年度吉賀町小水力発電事業特別会計補正予算（第１号）の質疑は保留をしておきます。 

 ここで１０分間休憩します。 

午後１時58分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時11分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２７．議案第７０号 

○議長（安永 友行君）  日程第２７、議案第７０号令和２年度吉賀町下水道事業特別会計補正予

算（第１号）を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

 岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  続きまして、議案第７０号令和２年度吉賀町下水道事業特別会計補正予

算（第１号）でございます。 

 令和２年度吉賀町下水道事業特別会計補正予算（第１号）は次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９６万６,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億９,９７１万５,０００円とする。第２項、歳

入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は第

１表歳入歳出予算補正による。令和２年９月８日提出、吉賀町長、岩本一巳。 

 第１表歳入歳出予算補正のまず歳入でございます。款５繰越金、項１繰越金１,０００円に対し

まして９６万６,０００円を追加し、９６万７,０００円。 

 これに伴う歳入の合計が１億９,８７４万９,０００円、これに９６万６,０００円を追加し、１

億９,９７１万５,０００円でございます。 

 ２ページは歳出でございます。 

 款４予備費、項１予備費１０万円に対しまして９６万６,０００円を追加し、１０６万６,００
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０円でございます。 

 これに伴います歳出合計１億９,８７４万９,０００円に９６万６,０００円を追加し、１億９,

９７１万５,０００円でございます。 

 ６ページを御覧をいただきたいと思います。 

 今回の補正につきましては、繰越金の処理をするものでございます。これを予備費に計上する

というものでございます。 

 したがいまして、６ページにありますように、４款予備費、１項予備費、目１予備費１０万円

に対しまして９６万６,０００円を追加し、１０６万６,０００円でございます。 

 戻っていただきまして５ページでございます。その財源、歳入でございますが、５款繰越金、

１項繰越金、目１繰越金１,０００円に対しまして９６万６,０００円、繰越金補正いたしまして

９６万７,０００円となるものでございます。 

 以上でございます。どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  本件についての詳細説明はありません。 

 提案者の提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を許します。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですが、日程第２７、議案第７０号令和２年度吉賀町下

水道事業特別会計補正予算（第１号）の質疑は保留をしております。 

────────────・────・──────────── 

日程第２８．議案第７１号 

○議長（安永 友行君）  日程第２８、議案第７１号令和２年度吉賀町農業集落排水事業特別会計

補正予算（第１号）を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。 

 岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  続きまして、議案第７１号令和２年度吉賀町農業集落排水事業特別会計

補正予算（第１号）でございます。 

 令和２年度吉賀町下水道事業特別会計補正予算（第１号）は次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２３万３,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７,１５４万３,０００円とする。第２項、歳入歳

出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１

表歳入歳出予算補正による。令和２年９月８日提出、吉賀町長、岩本一巳。 

 １ページは、第１表歳入歳出予算補正であります。 

 まず、歳入でございます。 
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 款１繰入金、項１他会計繰入金５,６５８万４,０００円から８万９,０００円を減額し、５,６

４９万５,０００円。 

 款５繰越金、項１繰入金１,０００円に３２万２,０００円を追加し、３２万３,０００円でござ

います。 

 これに伴う歳入合計が７,１３１万円に２３万３,０００円を追加し、７,１５４万３,０００円

となるものでございます。 

 ２ページは歳出でございます。 

 款１農業集落排水事業費、項１総務管理費１６１万６,０００円から８万９,０００円を減額し、

１５２万７,０００円。 

 款４予備費、項１予備費５万円に対して３２万２,０００円を追加し、３７万２,０００円でご

ざいます。 

 これに伴う歳出合計７,１３１万円に２３万３,０００円を追加し、７,１５４万３,０００円と

なるものでございます。 

 事項別明細書以降につきましては、所管いたします建設水道課長より説明申し上げますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。早川建設水道課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  それでは、議案第７１号令和２年度吉賀町農業集落排水事業特

別会計補正予算（第１号）の詳細説明をさせていただきます。 

 ６ページをお開きいただきたいと思います。 

 ００２総務管理費でございます。８万９,０００円の減額でございます。これにつきましては、

普通旅費、これは新型コロナウイルス感染症に関しまして事業の精査をいたしました結果、旅費

につきまして不要になりました分、８万９,０００円を減額するものでございます。 

 続きまして、ページ返っていただきまして５ページを御覧いただきたいと思います。 

 歳入でございます。 

 一般会計の繰入金でございます。ここ、先ほど減額をいたしました８万９,０００円に対しまし

て、一般会計繰入金より８万９,０００円を減額するというものでございます。 

 以上、詳細説明をさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  よろしいです。質疑はないようですが、日程第２８、議案第７１号令和

２年度吉賀町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）の質疑は保留をしておきます。 
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────────────・────・──────────── 

日程第２９．議案第７２号 

○議長（安永 友行君）  日程第２９、議案第７２号令和２年度吉賀町一般会計補正予算（第６号）

を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。 

 岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  続きまして、議案第７２号令和２年度吉賀町一般会計補正予算（第６号）

であります。 

 令和２年度吉賀町一般会計補正予算（第６号）は次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億７,０２９万円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７９億８,８３０万円とする。第２項、歳入歳出予

算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳

入歳出予算補正による。債務負担行為、第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担

する行為をすることができる事項、期間及び限度額は第４表債務負担行為による。地方債の補正、

第３条、地方債の補正は第５表地方債補正による。令和２年９月８日提出、吉賀町長、岩本一巳。 

 まず、１ページは第１表歳入歳出予算補正でございまして、歳入でございます。 

 款９地方特例交付金、項１地方特例交付金３０３万６,０００円に１５９万６,０００円を追加

し、４６３万２,０００円。 

 款１０地方交付税、項１地方交付税３２億２,３８９万１,０００円に３,３６３万２,０００円

を追加し、３２億５,７５２万３,０００円。 

 款１２分担金及び負担金、項２負担金６,３７４万９,０００円に１１３万円を追加し、６,４８

７万９,０００円。 

 款１３使用料及び手数料、項１使用料８,２７０万３,０００円から１１８万８,０００円を減額

し、８,１５１万５,０００円。 

 款１４国庫支出金、項２国庫補助金１０億４,９０４万４,０００円に１億３,３４１万８,００

０円を追加し、１１億８,２４６万２,０００円。 

 款１５県支出金、項１県負担金２億１,１７７万９,０００円から６００万円を減額し、２億５

７７万９,０００円。２県補助金２億８,４５９万２,０００円に１８万６,０００円を追加し、２

億８,４７７万８,０００円。３委託金２,６４８万３,０００円から１万円を減額し、２,６４７万

３,０００円。 

 款１８繰入金、項２基金繰入金６億９,３５２万５,０００円から２億３,５７１万６,０００円

を減額し、４億５,７８０万９,０００円。 
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 款１９繰越金、項１繰越金１,０００円に対しまして１億６,７０８万８,０００円を追加し、１

億６,７０８万９,０００円。 

 款２０諸収入、項５雑入２,３８７万９,０００円に１８５万６,０００円を追加し、２,５７３

万５,０００円。 

 款２１町債、１町債８億８,８４８万４,０００円に７,４２９万８,０００円を追加し、９億６,

２７８万２,０００円。これに伴います歳出合計でございます。７８億１,８０１万円に１億７,０

２９万円を追加し、７９億８,８３０万円となるものでございます。 

 続きまして、２ページからは歳出でございます。 

 款１議会費、項１議会費７,１１４万３,０００円から５０万７,０００円を減額し、７,０６３

万６,０００円。 

 款２総務費、項１総務管理費１４億９,０３５万５,０００円に１８８万８,０００円を追加し、

１４億９,２２４万３,０００円。２徴税費５,２９１万９,０００円から２２万４,０００円を減額

し、５,２６９万５,０００円。３戸籍住民基本台帳費２,３３４万１,０００円から３万４,０００

円を減額し、２,３３０万７,０００円。５統計調査費５２７万８,０００円から１万円を減額し、

５２６万８,０００円。 

 款３民生費、項１社会福祉費１１億２,３６６万７,０００円に８５１万１,０００円を追加し、

１１億３,２１７万８,０００円。２児童福祉費６億７,０４１万７,０００円から１９４万４,００

０円を減額し、６億６,８４７万３,０００円。３生活保護費９,２７１万６,０００円に２２８万

５,０００円を追加し、９,５００万１,０００円。 

 款４衛生費、項１保健衛生費４億１３万３,０００円から１３２万４,０００円を減額し、３億

９,８８０万９,０００円。 

 款５労働費、項１労働諸費２,６５５万３,０００円、これにつきましては、増減なく同額でご

ざいます。 

 款６農林水産業費、項１農業費４億２,１０２万１,０００円から１３２万４,０００円を減額し、

４億１,９６９万７,０００円。２林業費１億１,１６５万８,０００円から２０万９,０００円を減

額し、１億１,１４４万９,０００円。 

 款７商工費、項１商工費２億２,０８１万８,０００円に１億８５９万３,０００円を増額し、３

億２,９４１万１,０００円。 

 款８土木費、項１土木管理費２億１,９０８万７,０００円から８５５万４,０００円を減額し、

２億１,０５３万３,０００円。２道路橋梁費３億３,０２２万５,０００円から１１８万８,０００

円を減額し、３億２,９０３万７,０００円。３河川費１,９７２万円に対しまして、これは増減ご

ざいません。同額でございます。５住宅費１億４,４０７万１,０００円に１９２万１,０００円を
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追加し、１億４,５９９万２,０００円でございます。 

 続きまして、３ページでございます。 

 款９消防費、項１消防費５億５,６６８万９,０００円に２２９万４,０００円を追加し、５億５,

８９８万３,０００円。 

 款１０教育費、項１教育総務費３億４,４６２万２,０００円から７８３万８,０００円を減額し、

３億３,６７８万４,０００円。２小学校費８,５２２万８,０００円に１,３５９万１,０００円を

追加し、９,８８１万９,０００円。３中学校費４,８７９万９,０００円から３３６万３,０００円

を減額し、４,５４３万６,０００円。４社会教育費１億２,１４９万１,０００円に２,０８１万５,

０００円を追加し、１億４,２３０万６,０００円。５保健体育費５,３３７万１,０００円から１

３３万２,０００円を減額し、５,２０３万９,０００円。 

 款１１災害復旧費、項１農林水産施設災害復旧費、補正額を２,９００万円で同額でございます。

２公共土木施設災害復旧費、これにつきましても１,１５０万円を追加いたしまして同額となりま

す。 

 款１２公債費、項１公債費８億２,０６５万９,０００円から２２５万７,０００円を減額し、８

億１,８４０万２,０００円でございます。これに伴います歳出合計でございます。７８億１,８１

０万円。これに１億７,０２９万円を追加し、７９億８,８３０万円でございます。 

 ４ページは、第４表債務負担行為でございますが、まず健康増進交流促進施設整備事業費でご

ざいます。期間は令和３年度から同年度でございまして、限度額は２億３,５７８万円。 

 もう１点は、真田グラウンド・交流研修センター管理運営事業費、指定管理料でございますが、

期間は令和３年度から令和５年度までで、１,４３８万８,０００円の限度額でございます。 

 続きまして、５ページは第５表の地方債補正でございます。 

 起債の目的、１過疎対策事業債、補正内容、２億９,５１０万円を２億５,４１０万円、２合併

特例事業債７,０００万円を１億５,１１０万円、３公営住宅建設事業債８,２７０万円を８,９７

０万円、４緊急自然災害防止対策事業債１,３２０万円を８３０万円、５臨時財政対策債１億２５

８万４,０００円を１億４４８万２,０００円、６災害復旧費、これは新たに３,０２０万円とする

ものでございます。 

 なお、起債の方法利率、償還の方法につきましては、補正前後で変更ございませんので、お読

み取りをいただきたいと思います。 

 ６ページの事項別明細書以降につきましては、所管いたします総務課長が御説明申し上げます

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  それでは、議案第７２号令和２年度吉賀町一般会計補正予算（第６
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号）について説明をいたします。 

 ページにつきましては、３４ページからでございます。 

 ３４ページをお開きください。 

 ここから給与費明細書でございます。 

 ３４ページの上段、１特別職で、その表の中の下のところの比較のところを見ていただきます

と、その他特別職の職員数に１２ということ。それから報酬に２２万８,０００円の数字が入って

いるかと思います。これは後ほど、歳出のところで出てまいりますけれども、空家等対策協議会

委員の報酬というところ、その委員の人数というところで見ていただければと思います。 

 それでは、その今度は下の２一般職でございます。まず、（１）総括です。同じく比較の欄を見

ていただきますと、職員数が１減となっているかと思います。これは職員の退職があったという

ことでございます。それから、その右欄にそれぞれ数字が入っているかと思いますけれども、今

申し上げた職員の退職、それから、その他諸条件の変更に伴いまして、それぞれ減額なりをさせ

ていただいているというところでございます。３４ページの一番下につきましては職員手当の内

訳、それぞれ記載をさせていただいております。 

 次の３５ページにおきましては、上段に会計年度任用以外の職員について、それから下段に会

計年度任用職員の状況について記載をしておりますので、御確認いただければと思います。 

 それから、次のページ、３６ページの上段です。（２）給料及び職員手当の増減額の明細という

ことでそれぞれその説明を加えておりますので、これも合わせて御確認いただければというふう

に思います。 

 そうしますと、歳出から説明してまいりますので、戻っていただきまして、１３ページをお開

きいただければと思います。 

 まず、議会費でございます。１議会費、００２議会費５０万７,０００円の減額、これにつきま

しては、いわゆる事業見直しによる減額というところでございます。 

 それから、次にまいります。 

 総務費、総務管理費、１一般管理費です。００２一般事務事業費、町交際費、それからその下、

００３人事管理事業費、さらにその下、００４職員研修事業費、減額をさせていただいておりま

すけれども、事業見直しをかけさせていただいての結果としての減額でございます。 

 それから、１３ページの一番下ですけれども、００２一般事務事業費ということで、ここは柿

木地域振興室が所管しておる部分ですけれども、同様に事業見直しによるものというところで見

ていただければと思います。 

 それから、次の１４ページにまいります。２文書広報情報費です。００３広報・公聴事業費と

いうところ、印刷製本費、業務運営関係委託料を減額させていただいております。 
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 さらに、またその下行っていただきまして、３財政管理費、００３財政管理費、ここまでにつ

きましては事業見直しによる減額ということでございます。 

 それから、その下に行きまして、５財産管理費、００４公用車維持管理費、これ１４０万円の

予算計上です。車両運行委託料、それから使用料というところで計上いたしております。この内

容につきましては、先日の全員協議会でコロナ対策の臨時交付金の一覧表を説明させていただい

たかと思います。その中にも載っておったんですけれども、その表の中のナンバーで申し上げま

すと、ナンバー１９に当たるところでございます。その部分の予算計上でございます。 

 それから、その下、８電算管理費、００７番号法関連システム運営管理費です。システム改修

委託料、それから番号カード関連事務交付金ということで予算計上いたしております。これは後

ほど出てまいりますけれども、戸籍システム費というところで予算計上いたしておりましたもの

を、今回、こちらのほうに組替えさせていただいたところでございます。そうしたところと、さ

らに組替えを行った上で、内容といたしましては、文字どおり、マイナンバーカード、番号法関

連なんですけれども、戸籍附票システム、それから住民情報システム、これの改修を行うという、

こういうものでございます。これにつきましては、一定金額の国から負担金、国からいいますと

国庫支出金ということですけれども、頂けるということであります。これはまた後ほど、歳入の

ところで申し上げたいと思います。 

 予算書１４ページの下ですけれども、９吉賀高校費、００２吉賀高校支援事業費です。それぞ

れ減額をさせていただいておりますけれども、これは事業見直しによるものというところでござ

います。 

 それから、１４ページの一番下、１０自治振興費。ページおめくりいただきまして、１５ペー

ジの右上です。００５自治振興施設管理費、解体撤去工事費としての予算計上がしてございます。

内容といたしましては、重則集会所の解体撤去工事費でございます。当初予算にも計上させてい

ただいておりましたけれども、不足する部分があるというところが判明いたしましたので、その

予算計上１５２万９,０００円ほどさせていただいているというところでございます。 

 それからその下まいります。１１企画総務費、００２企画総務費。それからさらにその下行っ

ていただいて、１２まちづくり対策費、００２町民文化祭事業費。さらにその下に行っていただ

いて、１３定住推進費、００２定住推進費。そしてさらに下ですけれども、００２の企画課の所

管する００２定住推進費。ここまでのところですけれども、これ全て事業見直しによるものとい

うところで見ていただければというふうに思います。 

 なお、この１３定住推進費の企画課００２定住推進費のところ、一番下のところに、ＵＩター

ン検討者短期就業体験支援事業費補助金というところで４７万７,０００円の予算計上がしてご

ざいます。 
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 内容について若干補足しておきたいと思います。これにつきましては、県の補助事業というと

ころでございまして、一定期間の町での滞在費用、そうしたものを補助するというものでありま

す。この一定期間というのは、１泊２日から６泊７日というところの期間、町に滞在されたとき

の費用、旅費、あるいは宿泊費、こうしたものを補助するというところで、都市圏からこちらの

ほうに来られたときの費用を補助するという、こういう内容のものでございます。県が２分の１

を補助をするという、こういう内容になっております。 

 それから、その下です。１４生活安全対策費、００２生活安全対策費、ここにつきましては、空

家等対策協議会の委員報酬と費用弁償を計上しております。 

 その下です。ページは次に進んで、１６ページの右上です。００３地域公共交通対策費、それ

からその下の００２生活安全対策費、それぞれ事業見直しによる減額というところです。 

 それから同じ１６ページ、下がっていただきまして、総務費、戸籍住民基本台帳費、１戸籍住

民基本台帳費です。００２戸籍住民基本台帳費、最初の普通旅費と消耗品費の減額については事

業見直しによるもの。それから、その下の通信運搬費とシステム業務委託料、それぞれ２０万円

と１６９万４,０００円の計上がありますけれども、これにつきましては、柿木村という表示がご

ざいますけれども、これの変更に係る業務委託料なり、郵券料ということでございます。 

 それから、一番下ですけれども、００６戸籍システム費です。 

 次のページ、１７ページの右上に行っていただいて、まずシステム業務委託料３３０万円の予

算計上があるかと思います。これについては、先ほど申し上げました柿木村の表示変更に係る委

託料というところです。戸籍システムに関する業務委託料でございます。 

 それから、その下のシステム改修委託料４９２万８,０００円の減額ですけれども、これは、先

ほど電算管理費のところで申し上げました予算の組替えをしたというところですけれども、ここ

から電算管理費のほうに移動させたという、こういうふうに見ていただければというふうに思い

ます。 

 それでは、下がっていただきまして、民生費、社会福祉費、１社会福祉総務費、００３民生児童

委員運営費で、費用弁償と民生児童委員協議会負担金、それぞれ減額です。これについては事業

見直しによるものというものでございます。 

 それから、その下、００８福祉医療助成事業費、県支出金還付金というところがあるか思いま

す。これについては、実績額が確定したことによるものでございます。 

 それから、その下です。３高齢者福祉施設費、００２老人福祉センター管理費、修繕料として、

まず１００万円の予算計上があろうかと思います。施設ははとの湯荘のことですけれども、こち

らのろ過装置の修繕が主なものですけれども、こちらのほうを行うというものでございます。 

 それから、その下、指定管理料１２８万５,０００円の予算計上がございます。これにつきまし
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ては、これまでも何度か説明をさせていただいています指定管理に係る、いわゆる影響額という

ふうに呼んでいますけれども、その部分の予算計上でございます。 

 その指定管理料につきましては、コロナ対策の臨時交付金の中のメニューにも入っておりまし

て、さきの全協のあの表で行きますと、ナンバー５に当たるものでございます。 

 それでは、予算書は１７ページの下ですけれども、００６高齢者福祉施設整備事業費２７０万

２,０００円の予算計上、補修工事費ということです。 

 これにつきましては、これもコロナ対策臨時交付金の一覧表の中に記載をしておる部分です。

ナンバーで申し上げますと、ナンバー６に当たるところです。内容につきましては、はとの湯荘

の厨房内の排水設備、それから空調設備、そうしたものの傷みといいますか、老朽化が激しくな

ってきておりますので、そちらのほうの修繕、補修を行うという、こういう内容でございます。 

 それでは、次に行っていただきまして、１８ページに入ります。 

 民生費、社会福祉費、４障がい者福祉費、００２障がい者福祉総務費、００４子ども発達支援

事業費、この２つにつきましては事業見直しによるものでございます。 

 それから、００５自立支援給付事業費です。最初に出てくるのが、システム改修委託料２６０

万７,０００円の予算計上があるかと思います。内容につきましては、障害者自立給付審査支払シ

ステムの改修を行うというものでございます。 

 その下の国庫支出金還付金、県支出金還付金、さらにその下、００７地域生活支援事業費、県

支出金還付金、これらにつきましては、金額の確定によるものというところで見ていただければ

と思います。 

 そうしますと、予算書１８ページの一番下です。民生費、児童福祉費、１児童福祉総務費、００

６次世代育成支援対策費でございます。２３万７,０００円ということで、おめくりいただいて、

予算書１９ページ、右上に入っておりますけれども、消耗品、通信運搬費の予算計上があるかと

思います。内容につきましては、バースデーブックというものがありますけれども、それに係る

費用というところでございます。 

 その下、００７子育て世代包括支援センター事業費、さらにその下、００８地域子育て支援拠

点事業費、それぞれ減額をさせていただいていますけれども、これも事業見直しによるものとい

うところで見ていただければと思います。 

 さらにその下ですけれども、３放課後児童対策費、００２放課後児童対策事業費、これについ

ても事業見直しによるものというところでございます。 

 次に進んで、民生費、生活保護費、１生活保護総務費です。００２生活保護総務費です。研修旅

費と研修負担金のそれぞれ減額をいたしております。これは事業見直しによるもの。 

 さらにその下、国庫支出金還付金につきましては、金額の確定によるものというものでござい
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ます。 

 さらにその下、００３生活困窮者自立支援事業費、次のページ２０ページに行っていただきま

すと、国庫支出金還付金、これについては金額の確定によるものというところでございます。 

 予算書は２０ページの中段から下ですけれども、衛生費、保健衛生費、２母子衛生費です。０

０２母子衛生総務費、ここに計上いたしたのは、いわゆる金額の確定によるものというところで

見ていただければと思います。 

 それから、また下がっていただきまして、３予防費、００３予防接種費です。ここに、また国庫

支出金還付金というものが出てまいります。金額の確定によるものというところでございます。 

 それから、まためくって、予算書、次に進んで２１ページに入っていただいて、右上、００７自

死予防対策事業費ということで、県支出金還付金の予算計上額の確定によるものというところで

ございます。 

 それから、その次の４健康増進費、００３食育推進事業費、それから００４健康増進事業費、

これらにつきましては、事業見直しによるものというところでお読み取りいただければと、こう

いうふうに思います。 

 それから、５環境衛生費、００３環境衛生施設費、維持管理工事費として７７万円の予算計上。

内容につきましては、施設は吉賀町斎場です。この施設の中の酸素濃度計変換器という設備があ

るわけなんですけれども、これの取替えが必要となってきたというところで予算計上をさせてい

ただいたというところです。 

 次に進んでいただいて、今度は２２ページに入ります。 

 農林水産業費、農業費、３農業振興費です。まず、００２農業振興総務費でございます。この中

に、業務運営関係委託料２７８万６,０００円の減額があるかと思います。内容につきましては、

さきの全員協議会で説明をいたしました地域商社の設立支援業務委託料、この部分の減額という

ところで見ていただければと思います。 

 それから、次の００６日本型直接支払交付金事業費、環境保全型農業直接支払交付金１４２万

５,０００円の予算計上。これにつきましては、申請者の増加等に伴う増額というところで見てい

ただければと思います。 

 それから、その下の００７、それから００８、この２つにつきましては、事業見直しによる減

額というところでお読み取りください。 

 それでは、さらにその下行っていただいて、５畜産業費です。００３畜産業振興事業費、畜産

農家緊急支援事業費補助金１５０万円予算計上。これは、さきの全員協議会で説明をいたしまし

た畜産農家さんに対する補助というところの予算計上でございます。 

 それでは、次のページに移っていただきまして、中ほどの農業水産業費、林業費、２林業振興



- 65 - 

費、００２林業振興総務費の減額。これにつきましては、事業見直しによるものでございます。 

 それから下がって、商工費、商工費、１商工振興費、００２商工振興総務費、事業継続特別支援

金４,５００万円の予算計上。さらにその下、００４地域経済振興券交付事業費３,３０６万１,０

００円の予算計上があるかと思います。この２つの部分につきましては、これも先日の全員協議

会で説明をさせていただいたものでございます。 

 それでは、また次に進んでいただきまして、２４ページに入ります。 

 ２観光費、００２観光振興対策費、減額してございますけれども、これも事業見直しによるも

のでございます。 

 それから、００３観光施設管理費１,６３３万７,０００円の予算計上があります。内容として

はその下に続くわけなんですけれども、まず、修繕料の２５７万５,０００円です。これについて

は施設が幾つかありまして、ゴギの郷、それからコウヤマキギャラリー、それからリバーサイド

ログハウス村、それからゆ・ら・ら、こうした施設の修繕の修繕料ということでございます。 

 それから、その下の指定管理料１,３５３万８,０００円の予算計上がしてございます。これが

コロナによる影響額というところでの予算計上でございます。 

 それから、その下です。００４観光施設整備事業費です。普通旅費、手数料、管理委託料、改修

工事費、ここまでのところにつきましては、さきの全員協議会でゆ・ら・らの改修工事について

説明を申し上げたところです。そこに当たる部分というところで見ていただければと思います。

補修工事費４７９万３,０００円というところがあろうかと思います。これについては施設、同じ

くゆ・ら・らでございますが、ゆ・ら・らの中のホール、それから事務室の天井の雨漏りというと

ころが発生いたしておりまして、それの防水工事を行いたいという、こういうものでございます。 

 それから、その下、００２観光振興対策費です。３３０万円の減額ですけれども、これについ

ては事業見直しによるもの、ふるさと夏まつりについては中止ということになりましたので、そ

の部分の減額でございます。 

 それから、その下の３都市農村交流費です。００２都市交流推進事業費、それから００３交流

施設管理費、この２つについては事業見直しによるものというものでございます。 

 それから、次の２５ページです。 

 土木費、土木管理費、１土木総務費です。００２土木総務費の減額、これは事業見直しによる

ものでございます。 

 それから、その下、２土地対策費、００２地籍調査事業費です。測量委託料として８００万円

の減額があるかと思います。これについては、国の交付額、予算額ですけれども、これの決定が

あったことによる、それに合わせる形での減額というところでございます。 

 それから、その下です。土木費、道路橋梁費、１道路橋梁維持費、００４道路維持管理費施設管
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理委託料６００万円の減額。さらに、その下の２の道路橋梁新設改良費とも関連するんですけれ

ども、こちらの００６橋梁新設改良補助事業費というところで施設管理委託料、設計委託料、建

設工事費、予算計上いたしておるところです。 

 先ほど申し上げました、まず橋梁維持管理費の６００万円減額をさせていただきまして、その

部分も合わせて、こちらの橋梁新設改良補助事業費、こちらと合わせるといいますか、そうした

形で事業の再更正を行ったというものでございます。 

 中身について説明をさせていただきます。 

 まず、施設管理委託料の１,３１９万４,０００円です。これは橋梁点検業務に係る委託料とい

うこと。 

 それから、その下の設計委託料です。１,５０４万６,０００円の予算計上。内容は、町道中河

内線鈴ヶ谷橋、それから町道皆富線大橋橋、この２つの保守設計に係る委託料ということです。 

 それから、建設工事費２,２２３万９,０００円、こちらについては、今申し上げた事業の再更

正といいますか、事業費の組替えということで減額させていただくというものでございます。 

 それから、次に進んでいただきまして、２６ページです。２６ページの下になりますけれども、

土木費、住宅費、１住宅管理費、００２公営住宅等管理費です。これは事業見直しによるものと

いうことでございます。 

 それから、その下２住宅建設費、００２公営住宅等整備事業費です。これにつきましては、事

業の進捗によって増減をするというところではありますけれども、この中の建設工事費１７０万

円があるかと思います。内容につきましては、沢田団地前にごみ集積所を建設をするという、こ

ういう建設費用というものでございます。そうした内容が含まれているというところでございま

す。 

 それでは、次に進んでいただきまして、２７ページです。 

 消防費、消防費、２非常備消防費です。それぞれ減額をさせていただいております。これらに

ついては事業見直しによるものであります。消防の関係でいいますと、町のポンプ操法大会であ

ったり、そうしたものが中止ということになりましたので、そうしたものにかかる費用を減額す

るという内容が主なものでございます。 

 それから、その下の４防災費です。００１人件費、時間外勤務手当３００万円の予算計上があ

るかと思います。これにつきましては、コロナ感染症の臨時交付金のあのメニューの中に、一覧

表の中に記載をしております。ナンバーで申し上げますと、ナンバー２０でエントリー、エント

リーといいますか、記載をしておるものでございます。コロナ関連で、いわゆる職員の時間外が、

増加が見込まれるというところでの予算計上でございます。 

 それから、その下、００２防災総務費です。ここに書いた部分と、さらにその下、００４防災設
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備等整備事業費、これらについてもコロナ感染症のあの臨時交付金の一覧の中に載せておるもの

でございます。 

 一番下、００４防災設備等整備事業費、建設工事費９６万５,０００円というところがあるかと

思います。中身を少し説明させていただきますと、これについては、防災物品の倉庫を整備する

というものではあるんですけれども、議員の皆様方から見て右前に、今はもう設備を取り払いま

したので単なる建屋ということなんですけれども、空調のボイラーが置いてあった建屋がすぐそ

こですけど、すぐ右前ですけど、あります。今は、単に物置というような使い方をしておるんで

すけれども、いろいろとこれまでのところでも物を購入したりしてきた関係もありますので、今

回、そこに集中的にそうした物品をきちんと整理をしていこうというようなことであります。 

 内容といたしましては、今ドアがついていない状況なので、そこにシャッターをつけるという

ような、こういう内容になっておるところでございます。 

 それでは、次に進みます。次のページに進んでいただければと思います。２８ページです。２

７ページの下から２８ページの上の表までわたって、それぞれ減額なりをさせていただいており

ます。これらにつきましては、事業見直しによるものというところで見ていただければと思いま

す。 

 それから、２８ページの中段から下です。教育費、小学校費、１小学校管理費です。こちらもお

よそ減額をさせていただいておるところでございます。事業見直しによるものというところであ

ります。 

 ただ、次の２９ページの右上を見ていただければと思います。 

 施設設備保守委託料、それから使用料、それぞれ５７万４,０００円、７９万２,０００円の予

算計上があるかと思います。これにつきましては、内容としては、小学校のパソコンの保守、あ

るいはウイルス対策ソフト、そうしたものを導入すると。現在もあるんですけれども、いわゆる

契約期間というんでしょうか、それの満了を迎えるというような話でして、それを更新するとい

う内容でございます。 

 さらにその下、００５小学校施設整備事業費１,４４７万１,０００円の予算計上があるかと思

います。設計委託料、監理委託料、改修工事費。これらにつきましては、柿木小学校のトイレの改

修工事です。和式を洋式にするという、こういう内容でございます。これについても、コロナ感

染症の臨時交付金のメニューの中に記載をしておるところなんですけれども、その一覧表のナン

バーで申し上げますと、ナンバー３２というところで記載をさせていただいておるというところ

でございます。 

 それから、その下です。２小学校教育振興費ということで、各小学校の予算について記載をし

ております。これらについては事業見直しによるものというところで見ていただければと思いま
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す。 

 それから、２９ページの一番下ですけれども、教育費、中学校費、１中学校管理費、００３中学

校体育大会出場補助金４０３万７,０００円の減額ですけれども、これは大会が中止にというよう

な状況になったことというところでの減額でございます。 

 ３０ページに進んでいただきまして、右上です。００４中学校施設管理費というところで、こ

こに施設設備保守委託料、それから使用料、それぞれ３９万２,０００円と２２万円の予算計上を

してございます。これ先ほど小学校のところで説明した内容と同様のものでございます。パソコ

ンの保守委託料、それからウイルス対策ソフト、これの更新にかかる使用料、そこの予算計上で

ございます。 

 それから、中段から下です。教育費、社会教育費、１社会教育総務費です。００２社会教育総務

費、それから、その下の００６成人式費、減額してございます。事業見直しによるものというと

ころでございます。 

 それから、次のページに行っていただきまして、３１ページに入ります。 

 同じく、社会教育費の４図書館費です。００３図書館事務局管理費ということで、この中にま

ず庁用器具費として２９３万７,０００円の予算計上があるかと思います。内容につきましては、

これは図書の消毒器を購入するというものでございます。これもコロナ感染症の臨時交付金メニ

ューの中に記載をしておるものでございまして、その消毒器を３台購入するという、こういう内

容でございます。 

 それから、その下の車両購入費１,８１１万５,０００円です。移動図書館車、みたい号という

ふうに呼んでいますけれども、これの更新を行うというものでございます。車両購入から２０年、

２０年前後たっているというふうに、そういうものですけれども、非常に今故障といいますか、

そうしたものも目立ってきているというようなこともありまして更新をさせていただきたいとい

う、こういう内容でございます。 

 その下に行きます。 

 教育費、保健体育費、１保健体育総務費、００２保健体育総務費、それから、その下の００３保

健体育施設費、この２つにつきましては、事業見直しによる減額というところです。 

 ただ、この００３保健体育施設費の中の指定管理料４８万６,０００円の予算計上があるかと思

います。これについては指定管理施設にかかる、いわゆる影響額を予算計上いたしたというもの

でございまして、施設としましては立戸のスポーツ公園、それから大野原運動交流広場、それか

ら真田グラウンド、以上の施設が含まれるというところでございます。 

 それでは、次のページに進んでいただきまして、３２ページです。 

 災害復旧費、農林水産施設災害復旧費です。それから、中ほどの表ですけれども、公共土木施
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設災害復旧費、災害復旧の関係の予算計上があるかと思います。これらにつきましては、７月１

３日から１４日にかけての大雨の際の災害に対する復旧事業というものでございます。上からま

いりますと、２農業用施設災害復旧費、００５現年単独災害復旧事業費というところで９５０万

円の予算計上、これについては、用水路等の土砂撤去を行うというものでありまして、予定箇所

としましては１１か所を予定しているというものです。 

 その下です。３林業災害復旧費、００５現年単独災害復旧事業費１,９５０万円。これについて

は、林道の災害復旧というところです。路面の洗堀があるというところの補修を行うというもの

でして、予定箇所としては２６か所を予定しております。 

 それから、中段のところです。公共土木施設災害復旧費、２道路橋梁災害復旧費です。００５

現年単独災害復旧事業費５００万円の予算計上があるかと思います。これについては、町道の補

修などを行うというものでございまして、予定箇所数としては、今８か所を予定しております。 

 それから、その下、３河川災害復旧費、００５現年単独災害復旧事業費６５０万円の予算計上。

これについては、河川の土砂撤去などを行うというものです。予定箇所数といたしましては、８

か所を予定しているところです。 

 それでは、その下です。公債費、公債費というところで、１元金、それから２利子ということ

で、それぞれ予算計上させていただいておりますが、これについては金額の確定によるものとい

うところで見ていただければと思います。 

 それでは、戻っていただきまして、今度は歳入に移ります。 

 ８ページです。 

 まず、地方特例交付金、地方特例交付金、１地方特例交付金ということで、３つの項目をこち

らに計上いたしております。それぞれ交付額が決定したことによるものでございます。 

 それから、その下の地方交付税、地方交付税、１地方交付税、普通交付税の予算計上でありま

すけれども、ここで財源調整をさせていただいているというところで見ていただければと思いま

す。 

 それから、その下、分担金及び負担金、負担金、３衛生費負担金です。後期高齢者医療制度特別

対策補助金というところで、これにつきましては、先ほどの特別会計のところで説明をした内容

が反映されているというところでございます。 

 それから、その下です。使用料及び手数料、使用料、９教育使用料です。これは、文字どおり、

サクラマス交流センターの使用料について減額をするというものです。事業見直しの結果という

ところでございます。 

 それから、一番下です。国庫支出金、国庫補助金、１総務費国庫補助金です。個人番号カード交

付事業費補助金、それから、その下の社会保障・税番号制度システム整備費補助金、それぞれ３
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０万６,０００円と７１１万６,０００円の予算計上があるかと思います。これにつきましては、

歳出の電算管理費のところで説明を申し上げたところ、そこの財源となるというところで見てい

ただければと思います。 

 それから、次の９ページの右上ですけれども、戸籍情報連携システム改修費補助金、減額がし

てございます。これについては、歳出のところの戸籍住民基本台帳費のところで説明をさせてい

ただきました予算の組替えを行った部分を反映しているというところでございます。 

 それから、その下、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金１億３,７９１万６,０

００円の予算計上です。これにつきましては、さきの全員協議会でこれも説明をさせていただい

たものでございます。説明をさせていただいた交付決定額よりも、今回、それを全て、全額充当

しているという状況ではございませんので、そのように見ていただければというふうに思います。 

 それから、次の２民生費国庫補助金です。障がい者自立支援給付審査支払等システム事業費補

助金１３０万３,０００円、これは歳出でいいますと、障がい者福祉費の自立支援給付事業費で、

システム改修の予算を説明させていただきましたけれども、そこに当たる財源というところでご

ざいます。 

 それから、その下で１つ飛ばしますけれども、３衛生費国庫補助金、二酸化炭素排出抑制対策

事業費等補助金２３７万円です。これは、内容は、ゆ・ら・らの改修に係るものでございます。内

容につきましては、これも全員協議会で説明をした部分というところで見ていただければと思い

ます。 

 それから、その下、５農林水産業費国庫補助金、山村活性化支援交付金の減額がしてございま

す。これにつきましては、該当事業、歳出の減額に伴うものというところでございます。 

 それから、その下の７土木費国庫補助金、社会資本整備総合交付金、これも減額がしてござい

ますが、内容につきましては、公営住宅整備事業、これの減額に伴うものというところで見てい

ただければと思います。 

 それから、その下です。県支出金、県負担金、４土木費県負担金です。こちらにつきましては、

国の予算額の確定に伴うものというところ、歳出の地籍調査のところで御説明を申し上げたとこ

ろでございます。 

 それから、９ページ、一番下ですけれども、県支出金、県補助金、１総務費県補助金、ＵＩター

ン検討者短期就業体験支援事業費補助金の予算計上。これにつきましては、歳出のところ、定住

推進費のところで説明を申し上げた部分でございます。 

 次に進んで１０ページです。県補助金の２民生費県補助金、それから、その下の５農林水産業

費県補助金。この２つにつきましては、歳出予算に伴うものというところで見ていただければと

思います。 
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 それから、９教育費県補助金、市町村交流施設利用寄宿舎運営費補助金というものがあろうか

と思います。中身につきましては、市町村が設置した寄宿舎に対して、その運営費を県が補助す

るというものでありまして、サクラマス交流センターの運営費、この部分であります。その運営

費の補助につきましては人数段階ごとに額が定められている部分がありまして、その部分につい

て減額をするという、こういう内容になっております。 

 それでは、下がっていただきまして、今度、繰入金です。 

 基金繰入金ということで、１財政調整基金繰入金、４ふるさと応援基金繰入金、８まちづくり

基金繰入金、それぞれ予算計上いたしておるところでございます。 

 まず、１つ目の財政調整基金の繰入金ですけれども、これまでのところで、いわゆるコロナ関

係の予算については、一旦、基金の取り崩し等で対応させていただきましたけれども、このたび

臨時交付金の予算化をさせていただきましたので、そうしたところを反映させていただいている

というところでお読み取りをいただければと思います。 

 その下のふるさと応援基金、それからまちづくり基金の繰入金につきましては、事業見直しに

よるものを反映させているというところでございます。 

 次のページの１１ページです。 

 繰越金、繰越金、１繰越金ということで、純繰越金です。これについては、金額の確定による予

算計上というところでございます。 

 それから、その下、諸収入、雑入、６総務費雑入です。協働のまちづくり事業助成金２００万円

の予算計上がしてございます。これについては、島根県市町村振興協会の助成メニューでござい

まして、このたび手続が整いまして、その助成金を予算計上いたしたということでございます。

この助成金につきましては、自治振興費のところでの財源とさせていただくという、こういう考

え方をしているところでございます。 

 それから、１１ページの中段から下です。町債です。１過疎債から始まりまして、次の１２ペ

ージに移って、１５の臨時財政対策債まででございます。今回の補正予算の歳出予算等々を反映

させまして、その起債部分について調整をそれぞれさせていただいたというものでございます。 

 以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  ただいま野村総務課長のほうの詳細説明が終わったところですが、追加

の詳細説明がありますので、それほどはやって休憩にします。追加の詳細説明は、先般の９月１

日の全協で質疑のあった吉賀町地域経済振興券交付事業についての質疑、答弁残りではないんで

すが、その関連です。山本産業課長。 

○産業課長（山本 秀夫君）  地域経済振興券、これを９月１日の全員協議会で説明をさせていた

だきました。 
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 資料のページで行きますと、全協１２ページからなんですが、その中で、振興券の取扱いとい

うことで、振興券の利用制限、こういうものに引換えできませんよということで説明をさせてい

ただきまして、２点ばかり御質問がございました。１点はたばこ、もう１点はプリペイドカード、

この２点について利用できないかということで、私のほうも調査をさせていただくということで

回答しておりましたんで、そのことにつきまして回答させていただきたいというふうに思います。 

 まず、１点目のたばこなんですが、これについてはなかなか分かりづらいところがありました

んで、町村会の顧問弁護士であります津田法律事務所、そちらのほうに問い合わせをさせていた

だきました。 

 それで回答いただいておりますんでちょっと読み上げてみますと、「振興券でたばこを購入でき

るとなると、たばこを無償、あるいは価格よりも安い金額で購入できることになりますので、た

ばこ事業法第３６条第１項により振興券でたばこは購入できないことになります。振興券は負担

なしに配付するもので、プレミアム付商品券と同様、対象に含めることはできません」という回

答をいただきまして、法律上、そうなっているということですんで、対象にはできないというこ

とでございます。 

 それから、もう１点、プリペイドカードのことですが、これも、今回は町内の店舗でこの振興

券を使っていただくというのが目的でございます。町内に大型といいますか、大きい店舗になり

ますと、自分のところでプリペイドカードをつくっておられることもありますが、また、町外に

店舗を持っておられる事業者もおられますんで、吉賀町だけで使っていただくんならいいんです

が、町外のお店でも使えるということもあります。 

 それと、もう１点、そのカードと交換するということになりますと、電子マネーにチャージす

るというようなことと同様に捉えますので、今回は対象から外したほうがよかろうという判断を

させていただきました。 

 ということで、全協で説明させていただいたとおり、今の２点につきましても対象外とさせて

いただこうと思いますんで、御理解のほうよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  以上で提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 ここで休憩を１０分間いたします。 

午後３時25分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時36分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第７２号について、提案者の提案理由の説明は終わりましたので、これより質疑を許しま
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す。質疑はありませんか。６番、大多和議員。 

○議員（６番 大多和安一君）  私は、８ページの歳入のところで、使用料及び手数料でサクラマ

ス交流センターの使用料が減額、それで、同じく県の支出金ですかね、補助金がサクラマス関係

で減額になるということは、サクラマス交流センターの現状で、要は宿泊者が減ったということ

だと思われるんですが、現状はどのような状態で、サクラマス交流センターは使われているのか、

ちょっと説明をお願いしたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  そうしますと、内容について少し説明を加えさせていただきます。 

 まず、教育使用料のサクラマス交流センター使用料１１８万８,０００円の減額であります。 

 センターの定員につきましては、３２名ということになっております。したがって、当初予算

の段階では３２名分の予算計上ということで、数字を出しておるわけなんですけども、今年の人

数を申し上げますと２９人ということになりました。したがって、３名分ほど当然使用料はいた

だけないわけですので、その部分を今回減額させていただいたと、こういうものでございます。 

 それから、もう一つ、県補助金の中で寄宿舎運営費補助金１０６万６,０００円の減額があるか

と思います。これにつきましては、先ほどの説明の中で、人数段階によって金額が変わりますと

いう説明を申し上げたというふうに思います。それで、申し上げますと、その実際に入っている

人数が１人から２９人までが３４４万３,０００円、これは年額ですけれども、になります。それ

から、３０人から６９人までが４５２万１,０００円という、こういうことになります。 

 したがって、年度当初においては３２人の入所生がいるということを見込みまして、４５２万

１,０００円の予算計上をいたしておりましたけれども、この人数を押さえるにあたっては、毎年

５月１日を基準とするということだったと思いますが、その段階で２９人の入所生数ということ

ですから、３４４万３,０００円というのが、今年度、県から運営費の補助をいただけると、こう

いうことになってまいります。 

 したがって、その差の部分を予算計上したというところです。さらに、この寄宿舎の運営補助

については、今申し上げた定額補助の部分と日額補助の部分があります。日額については、１日

当たり３,０００円で、その年の運営する予定の日数をかけたものということ。これは、合算した

形で県から補助がいただけるんですけれども、この部分についても再計算といいますか、今年の

状況を見させていただいて、これを合わせて、結果的に１０６万６,０００円の減額とさせていた

だいたと、こういうものであります。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。１０番、庭田議員。 

○議員（１０番 庭田 英明君）  この指定管理料の管理料なり、指定管理のことについて、全般
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について、ちょっと考えをお聞きしておきたいと思います。 

 まず、２４ページの００３観光施設管理費の指定管理料が出てますけども、ゴギの郷とか、コ

ウヤマキとか、ゆ・ら・らとかいろいろ申されましたけど、これの個別の内訳をお知らせ願いた

いと思います。 

 それと、ゆ・ら・らに関して、先般、全協のときも質問しましたけど、ここに債務負担行為で２

億３,５７８万円出ています。この修理をするということは、多分、もうゆ・ら・らを今の施設の

ままで修理しながら使うという考えだと思うんですけど、先般申し上げましたように、ゆ・ら・

らの中の温泉部分の再調達価格の調査をされて、その上で現状のままを修理しながら使おうとい

う考えに至ったのかどうかということを、お聞きしておきたいと思います。 

 それと、このコロナによって売上が減少したからということで、指定管理料が上乗せ、上乗せ

と言ったらちょっと語弊があるんですけど、そこを補填するということで、こうやって指定管理

料いろんなところが出ていますけど、決めて行くんだろうと思いますけど、その根拠となるもの

は、行政側としてどのような根拠によって、この数字をはじき出しているのかということも、聞

いておきたいと思います。 

 というのが、管理者のほうは当然、町の建物を管理するわけですので、損失を出すわけにはい

きません。ということは、この施設をいつまでも指定管理の施設として持ち続けることが、本当

に町の財政にとってどういう影響を及ぼすのかということは、しっかり考えなければいけないと

思いますし、今、病院がどうなるか分かりませんけど、指定管理者制度を公設・民営で行うとい

う話も出ていますけど、こうなった場合、やはり修繕に加えて、当然、指定管理料がこういう緊

急の事態のときは、今でも病院が大変危機に陥っている、コロナで外来患者が来ないという現状

もあって、病院の経営が大変危機に瀕しているという報道がされています。 

 そのことを町民の安全、安心、命を守るということを考えたときに、果たして本当に指定管理

者制度を維持できると考えての、この債務負担行為であり、いろいろな行政としての手当なのか

ということを聞いておきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  今、個別の資料を持っておりませんので、概略のお話になろうかと思い

ます。話の展開で妥当なお答えができるかどうか分かりませんけど、また、不足があったらお尋

ねいただきたいと思いますが。 

 まずは、指定管理料の今回のコロナの関係の影響額は、これまで最初にこの案件を出したとき

に、資料を提供させていただいて、説明をさせていただいております。そちらのほうを、また御

確認いただきたいのと、また、それが必要であれば、今回のその算定にあたっても、前回と同じ

スタンスで、それぞれ担当課が指定管理者と協議をして金額をはじき出しているということでご
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ざいますから、それぞれ所管の担当課のほうが積算をしたもので査定をさせていただいて、今回、

それぞれの費目のところへ指定管理料という形で、落とし込みをさせていただいたということで

ございます。 

 それから、ゆ・ら・らのお話がありまして、再調達価格のお話がございました。これは、この

前、ＺＥＢの事業を企画の担当のほうが御説明をさせていただいたときに、その御質問があって、

確かに温泉部分だけの分は持ち得てないんですけど、当初はあそこは２０００年、平成１２年、

今からちょうど２０年前ですけど、オープンをさせていただいた。そのときのいわゆる調達価格

といいますか、いわゆる建設費ですね、これが１４億数千万円だということでございますから、

それから、もう２０年たって、今のその建築とかもろもろの設備投資の単価を言うと、かなりの、

やっぱりボリュームのものになろうかと思います。そこから、あえて、また温泉部分ということ

で仕分けをして切り込んで計算をしても、かなりの、これも数億円の金額になろうかと思います

が、そうしたことがおおよそ想定をされるわけでございます。 

 今、１０番議員から御質問のあった温泉部分だけということでの試算は、現在のところはして

おりませんが、我々の考え方とすれば、当初の、いわゆるイニシャルコストのところを見てとれ

ば、以後の２０年間の経過を見れば、現状相当な金額になるのではないかというふうに考えてお

ります。 

 それから、病院の公設・民営のお話も指定管理の関係で出ましたが、ああして病院につきまし

ては、今、３者の会議の中では、病院の経営自体を見ると、３択あった中では公設・民営の運営の

仕方が適切であろうということでございまして、今の方針はそうでございます。これは最終的に

公設・民営でいこうということで正式決定にはまだ至っていません。それを、なるべく早いうち

にということで、今、事務を進めているところでございます。 

 これが、仮に想定どおりに公設・民営で、これは指定管理ということになろうかと思いますけ

ど、そうした時に経営がどうかと。経営というよりも、いわゆるその公費の持ち出しがどうなる

とかいう御心配だろうと思います。 

 病院のほうは、今、吉賀町がやっております指定管理、利用料金制でございますけど、お隣の

津和野町の橘井堂がしておりますのは、これは利用代行制ですか、同じ指定管理の方法でも違う

方法を取っております。ですから、津和野町の橘井堂さんのほうは、医療収益は全部一旦、町の

ほうへ入って、それを今度は必要な経費を全部持ち出すということですから、５億円から６億円

という金額を、議会のほうでも視察に行かれたときには、そうした金額をお聞きになったんでは

ないかと思いますが、単純にいってそうした方法ですと、それぐらいの金額でありますが、今、

吉賀町がやっておりますように一般的な利用料金制ですと、そうした金額には、おそらくならな

いだろうと思います。 
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 ですから、一概に指定管理といっても、特に医療関係ですと、いろいろなやっぱり手法がある

わけですので、そうしたところも研究しながら、仮に公設民営、指定管理でやったときの、いわ

ゆる指定管理の手法としてどうした方法がいいかということは、これはまた研究を、当然、そう

したことを今から検討していくということでございます。 

 それから、そうして病院のことがあったり、それから現行の、指定管理がたくさんあって、特

にこのコロナの感染症の関係で、本当にダメージを受けております。そういうことで、前回の予

算、それから、今回のこの９月の定例会でも、それに伴う、いわゆる収益が下がったところのダ

メージの部分を指定管理料という形で、これは上乗せということではなくて、補填をするという

考え方ですので、そこは御理解をいただきたいんですが。 

 そうした考えで、今計上させていただいております。これは、いつまで続くかというのは、本

当に我々も気になるところなんですが、とはいいながらも、まずは、本来直営でやるところを、

今指定管理のほうでやっていただいているという、いわゆる公としての責任もございますので、

そこはしっかり責任を果たしていかなければならないということで、金額はかなりのものになり

ますが、議会のほうにお願いをさせていただいているところでございます。 

 そうした中で、施設の管理の仕方がどういう形がいいかという御質問なんですが、これは、今、

何回も申し上げますけど、公の公共施設を管理するのは、もう直営の方法か、指定管理の方法し

かないわけでございまして、それが仮に無理なら、行政財産をやはり普通財産に戻して、その普

通財産を売却をするとか、譲渡をするとか、貸し付けをするとか、こうした手法でやっぱり考え

なければならないということです。 

 ですから、今のこういった状態、コロナも含めてですが、どういうふうな形になるのか、本当

に我々も読めないところがございますが、そうしたところをしっかり見極めて、公共施設のあり

方、特に指定管理がいいのか、直営がいいのか。現状では、そこしか、今選択肢がありませんの

で、検討を加えてまいりたいというふうに思っております。 

 言葉足らずのところがありましたら、また、御質問していただきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  １０番、庭田議員、今の質問は一般質問の範疇に入りますんで、御存じ

と思いますが心得てください。（発言する者あり）関連の質疑ならよろしいですよ。ありませんか。 

３番、桜下議員。 

○議員（３番 桜下 善博君）  ２９ページの００５で柿木小学校のトイレが和式から洋式に改修

されるということなんですが、まだ、町内の小・中学校で和式があったということに驚いておる

んですが、これは、柿木小学校が洋式になるということで、もう、ほかの学校は全て洋式なんで

しょうか。まず、そこ１点お伺いします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 
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○町長（岩本 一巳君）  先ほど、総務課長の説明で柿木小学校のトイレの改修の話がありました。 

 実は、これは私のほうが教育委員会のほうへお願いといいますか、いかようなものかというこ

とでちょっとまあ。苦言ではないです。お願いも含めてさせていただいた。 

 実は、ああして３月２日に学校がコロナの関係で突如、国からの話もあって休校になりました。

で、しばらく休みまして、学校を再開するということで、大変学校もそうなんですが、御父兄も

含めて、それから、いろいろ学校を支援をしていただいておる方に本当に御迷惑かけましたので、

学校を再開して間もなくして、私が全学校、小・中学校、お礼とこれからのお願いということで、

全校訪問させていただきました。 

 ですから、全校回ったんですが、その中で私、すぐに目に飛び込んできましたのは柿木小学校、

玄関を入って、すぐ左手に校長室がございまして、そこで校長先生と今回のその件をいろいろと

お話をさせていただきました。 

 そのお話の中で、このトイレの話が出ました。せっかくなのでということで、校長室のすぐ廊

下を挟んで、いわゆる体育館側、裏側なんですが、「ぜひ見てください、町長」ということで拝見

をさせていただきました。先ほどの総務課長が説明したようなそうした状況でして、特にお聞き

しますと、そこのトイレは当然、随分前に整備をされたようでございますが、もう古い建物です

から、いわゆるトイレの空間が非常に暗い、狭い、それから時期が時期でしたから、非常に湿度

があったり。 

 お聞きしますと、それは職員の方も使われますが、来賓の方も全部このトイレなんですという

ことでした。そういうお話と現場を見ますと、やはり、コロナの関係で非常に感染症が危惧され

る中で、こうしたトイレはいかようなものかということで、私も非常に疑念を持ちまして、何か

いい財源があればということで、教育委員会のほうに投げかけをさせていただきました。 

 そうしたところに、今回、地方創生臨時交付金のいい財源が見つかりましたので、そうしたこ

とも検討させていただきながら、これは、やはり子供さんとか、学校の現場で働いている皆さん

が使われる、ましてや、今度は外部から来られる方も使われるということでございますので、一

刻も早く対応させていただきたいということで、査定のところで決定をさせていただいて、今回、

計上させていただいたと。今、こうした経過でございます。 

 じゃ、あとは教育長のほうからお話を……。 

○議長（安永 友行君）  光長教育長。 

○教育長（光長  勉君）  柿木小学校については、今、町長が言ったようなことなんですけども、

児童用のトイレは一度改修してまして、洋式もあるわけですけども、とにかく、職員用とか来客

用が一番悪いと。 

 議会でもお話をさせてもらいましたけども、学校施設の長寿命計画を立ててまして、今、直近
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で改修したいのが蔵木小学校の校舎です。今年度、設計を本当はしたかったんですけども、ちょ

っと財政上の問題もあって１年先送りになっていますけども、ぜひとも新年度では、設計をした

いというふうには、教育委員会としては考えているところです。 

 それで、実際には全てを、ちょっと数とか場所までちょっと今記憶していないんですけども。

全部が全部、洋式化にはされていないところもあろうと思います。児童・生徒によっては、和式

でないとできないというようなことも、確かお話を聞いたことがありまして、全てを洋式化する

こと自体がちょっと問題もあったようなこともありました。 

 ただ、現段階で、それがどういうふうに変化したかというのは、おそらく洋式が使える者がほ

とんどだろうというふうには思うんですけども、そういったことも考慮しながら、これから予算

化を進めていきたいというふうに思っていますけども、柿木小学校について言えば、今、町長が

申し上げたとおりでございます。 

○議長（安永 友行君）  ３番、桜下議員。 

○議員（３番 桜下 善博君）  改修してもらうということは非常にいいんですが、たまたま町長

が柿木小に行かれたときに要望を受けたので、このたび、感染症対応ということで洋式になると

いうことなんですが、もしたまたま町長が柿木小学校に行かれなかったら、また、今の柿木小学

校のほうから強力な要望がない限りは、今までどおりの本当に老朽化したトイレだったと思うん

ですが、やっぱり、下水道も完備されまして、ほとんどが洋式に変わりつつありますので、やっ

ぱり、小中学校のトイレの再点検といいましょうか、それをぜひお願いしたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  光長教育長。 

○教育長（光長  勉君）  今、洋式化というふうに言われて、たしか総務課長もそういう説明を

したと思うんですけども、教育委員会としては、洋式化というよりはトイレの改修というふうに

全体的に捉えておりますんで。さっき言いましたけども、長寿命計画の中で言うと、蔵木小学校

が今、一番直近で対処したい、全体、校舎全体ですけど。その後に、当然、柿木小学校が控えてお

りますんで、そういったやっぱり優先順位をもって、校舎全体を改修するよう考えていますし、

柿木小学校も新築してから一度も手を加えていないわけではありませんので、児童用のトイレに

ついては改修をした時期もあります。 

 そういったところで、御理解をいただきたいというふうに思います。 

○議長（安永 友行君）  １０番、庭田議員。 

○議員（１０番 庭田 英明君）  先ほどの質問で答弁漏れがありますので、そこを答弁していた

だきたいと思います。 

 それと、２５ページの００２地籍調査事業費ですが、測量委託料が８００万円減額になってい
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ます。これの影響はどの程度のものかということをお聞きしておきたいと思います。 

 指定管理料の内訳をお聞きしたんですけど、その答弁がありませんのでお願いしたいと思いま

す。２４ページと３１ページです。 

○議長（安永 友行君）  深川企画課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  私のほうから２４ページの観光施設管理費の指定管理料の内訳とい

うことで説明させていただきます。 

 大きく二つの指定管理者でございまして、一つが交流施設指定管理料の補正額が２９万３,００

０円で、健康増進交流施設に関する補正額が１,３２４万５,０００円となっております。 

○議長（安永 友行君）  大庭教育次長。 

○教育次長（大庭 克彦君）  失礼いたします。３１ページの指定管理料についてお答えいたしま

す。 

 施設としては、スポーツ公園と真田グラウンド、それから大野原運動交流広場になります。 

 スポーツ公園のほうが４万４,０００円、それから、真田グラウンドのほうが１９万４,０００円、

それから、大野原運動交流広場のほうが２４万８,０００円です。 

 積算の仕方としましては、前年同期と比較して下がった場合、それと、既に予約を受けていた

だいておってキャンセルをした場合、これのどちらかで積算をしていると。当然、支出のほうも

閉鎖をした関係で下がることがありますので、そちらのほうも、前年同期比で比較をして、下が

ったものについては考慮して積算をしております。 

○議長（安永 友行君）  栩木税務住民課長。 

○税務住民課長（栩木 昭典君）  お答えします。 

 地籍調査事業の御質問がありまして、８００万円の測量委託料の減額ということでございます

けども、昨今の状況としましては、非常に今、地籍調査事業への国、県の補助が少なくなってい

る状況でございまして、昨年度の段階で町としては計画を立て、国、県に対しての要望を上げて

いくんですけども、最終的にそれが県内での配分の中で一地区が今年度配分がなくて、次年度に

先送りということになりました。それによる減額ということでございます。 

○議長（安永 友行君）  １０番、庭田議員。 

○議員（１０番 庭田 英明君）  そのことは理解できるんですが、この８００万円が減ったこと

によって、どの地域の事業ができなくなったのかということをお聞きしているんです。 

○議長（安永 友行君）  栩木課長。 

○税務住民課長（栩木 昭典君）  お答えします。 

 これは白谷地区で、今山林を調査しておりますが、そこの一筆ごとの測量工程の部分に当たり

ます。 
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○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。よろしいです。 

 質疑はないようですが、日程第２９、議案第７２号令和２年度吉賀町一般会計補正予算（第６

号）の質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第３０．同意第１号 

○議長（安永 友行君）  日程第３０、同意第１号吉賀町功労表彰者の選定同意についてを議題と

します。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。 

 岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、同意第１号吉賀町功労表彰者の選定同意についてでございま

す。 

 別紙の者を、吉賀町功労表彰者に選定したいので、吉賀町表彰条例（平成１７年吉賀町条例第

４号）第８条の規定により議会の同意を求める。 

 令和２年９月８日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 推薦者の名簿もお付けをさせていただいておりますが、詳細につきましては、所管いたします

総務課長のほうから御説明申し上げます。どうか、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  それでは、同意第１号吉賀町功労表彰者の選定同意について、説明

を申し上げたいと思います。 

 まず、参考資料のほうで、先に説明をさせていただきます。資料は、３５ページをお開きくだ

さい。 

 資料３５ページの上段からです。まず、表彰条例の抜粋をこちらのほうに載せております。 

 第１条にありますとおり、「町勢振興に寄与し、その功績、または善行が顕著な者を表彰する」

という、こういう目的でございます。それから、第２条から第５条までにつきましては、その表

彰の種類と区分、そして、第７条から第１０条まで、審議会、それから表彰者の決定、表彰の方

法、そうしたものが定められておるというところです。 

 さらに３５ページ、下にいっていただきますと、表彰審議会がございまして、それの抜粋を載

せております。審議会の組織構成を抜粋で載せておるところでございます。 

 資料、さらに次のページにいっていただきまして、３６ページです。 

 功労表彰の審査基準というのを定めておりまして、関係部分の抜粋を記載をさせていただいて

おります。 

 以上、申し上げました条例、それから審議会規則、そして審査基準要綱、これらに基づきまし
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て、これまで作業を進めてまいりました。実際には、今年の７月ですけれども、関係団体へ推薦

依頼を行いました。そして、そこから推薦された方々につきまして、８月３日付でありますが、

町長から表彰審議会に諮問するという形。そして、８月７日に実際、審議会を開催させていただ

きまして選定の協議を行っていただきました。その結果といたしまして、８月の２６日付であり

ましたが、審議会から町長へ答申をいただいたということが、これまでの経過でございます。 

 本日については、その結果をもって同意議案として提出させていただいておるという、こうい

うことでございます。 

 そうしますと、議案のほうにお戻りいただきまして、２枚目のところを見ていただければと思

います。 

 こちらのほうに、令和２年度吉賀町功労表彰被推薦者ということで、名簿をお付けしておると

ころでございます。それぞれの被推薦者の功績につきましては、右の縦欄に主なところを記載を

しておりますので、御確認いただければというふうに思います。 

 まず、第１号該当といたしまして、潮久信様。それから、第２号該当といたしまして有限会社

サジキアグリサービス様、そして、小田明子様、そして、潮久信様。最後に、第４号該当といたし

まして、吉賀町職員労働組合様。 

 以上の方々を、功労表彰の被推薦者というところで、提出させていただいているというところ

でございます。 

 以上で説明を終わります。どうか、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより、質疑を許します。質疑はありませんか。１０番、庭田議員。 

○議員（１０番 庭田 英明君）  この被推薦者の方がどうのこうのちゅう質問じゃないので、そ

このところはお含みいただたいと思いますけど。 

 ４番目の吉賀町職員労働組合の名前が出ていますけど、どなたの推薦によるものでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  今年の７月に関係団体へ推薦依頼を行ったというふうに申し上げま

した。 

 その中ですけど、外部の団体もございますし、内部的に吉賀町役場の行政の内部、関係各課と

いうか全課なんですけど、それぞれの課、教育委員会も含みますが、それぞれの課にその推薦依

頼を行ったということでございます。 

 こちらにつきましては、いわゆる寄附行為の窓口といいますと、こうした類のものになります

と、総務課ということになりますので、総務課のほうからこうしたことがありましたということ

で、推薦させていただいた、こういう経過でございます。 
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 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  よろしいです。質疑はないようですので、質疑を終わります。 

 これより、討論を行います。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 日程第３０、同意第１号吉賀町功労表彰者の選定同意についてを採決します。 

 この採決は、挙手によって行います。 

 本案は、原案のとおり、同意することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  よろしいです。賛成多数です。 

 したがって、日程第３０、同意第１号吉賀町功労表彰者の選定同意については、同意すること

に決定をしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３１．同意第２号 

日程第３２．同意第３号 

日程第３３．同意第４号 

○議長（安永 友行君）  日程第３１、同意第２号吉賀町固定資産評価審査委員会委員の選任同意

についてから、日程第３３、同意第４号吉賀町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について

までを一括議題とします。 

 本件については、提案理由の説明を求めます。 

 岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、同意第２号から４号までにつきまして、一括でお願いをさせ

ていただきたいと思います。 

 同意第２号吉賀町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について。 

 下記の者を、吉賀町固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

 記、住所 吉賀町□□□□□□□□□、氏名 中村哲也、□□□□□□□□□□生。 

 令和２年９月８日提出、吉賀町長岩本一巳。 
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 提案理由は、吉賀町固定資産評価審査委員会委員中村哲也氏の任期が、令和２年１１月１０日

をもって満了するため、次期委員の選任しようとするものであります。 

 続きまして、同意第３号吉賀町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について。 

 下記の者を、吉賀町固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

 記、住所は、吉賀町□□□□□□□□□□、氏名 齋藤幹子、□□□□□□□□□□生。 

 令和２年９月８日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 提案理由は、先ほどと同等でございまして、同委員の任期満了によるものでございます。 

 続きまして、同意第４号吉賀町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について。 

 下記の者を、吉賀町固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

 記、住所 吉賀町□□□□□□□□□、氏名 田原和之、□□□□□□□□□□生。 

 令和２年９月８日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 これにつきましても、提案理由、同委員の任期満了に伴うものでございます。 

 以上でございます。どうか、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  ただいま、提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 町長が、ただいま説明しました３件について、一括しての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですので、質疑は終わりますが、討論、採決については

それぞれ行いますので、よろしくお願いいたします。 

 日程第３１、同意第２号吉賀町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について討論を行いま

す。反対討論はありせんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 日程第３１、同意第２号吉賀町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について、採決をしま

す。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり、同意することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（安永 友行君）  全員賛成です。 

 したがって、日程第３１、同意第２号吉賀町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について

は、同意することに決定をしました。 

 日程第３２、同意第３号吉賀町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について、討論を行い

ます。 

 反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 日程第３２、同意第３号吉賀町固定資産評価審査委員会委員の選任同意についてを採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり、同意することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（安永 友行君）  全員賛成です。 

 したがって、日程第３２、同意第３号吉賀町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について

は、同意することに決定をしました。 

○議長（安永 友行君）  日程第３３、同意第４号吉賀町固定資産評価審査委員会委員の選任同意

について討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 日程第３３、同意第４号吉賀町固定資産評価審査委員会委員の選任同意についてを採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり、同意することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（安永 友行君）  全員賛成です。 

 したがって、日程第３３、同意第４号吉賀町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について

は、同意することに決定をしました。 

────────────・────・──────────── 
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○議長（安永 友行君）  以上で、本日の日程は全部終了いたしましたので、本日はこれで散会を

します。御苦労でございます。 

午後４時21分散会 

────────────────────────────── 

 


